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　 主要方策は、「 景観形成方針」、「 県の担う べき役割」 及び「 見直し の視点」に基づき、 県が主体と なって取り 組

んでいく 方策をとりまと めたも のである。

　 主要方策は次の６ つから 構成しており 、 このう ち、 広域景観、 県管理公共施設、 市町等の支援等に係る方策

については、 県が担う べき役割の中心とも言える方策であり 、 ガイド プランから 継承・ 発展さ せた方策である（ 主

要方策１～３ ）。

　 また、 景観形成の機会、 主体の拡大及び計画を 着実に推進するための仕組みづく り に係る方策については、

ガイド プランにおける課題を踏まえて新たに追加し た方策である（ 主要方策４ ～６）。

　 主要方策に位置付けた各種取組については、 中長期的な目標に向かって着実に進めていく こと が基本である

が、 厳し い財政状況の中では、 限ら れた人材や資金等の資源を重点的に投資し 、 成果が具体的に目に見えるよ

う 効果的に取組を 進める必要がある。

　 このため、 主要方策に含まれる具体の事業・ 取組のう ち、 次の重点化基準を 満たすも のを「 重点方策」と 位置

付け、 より 重点的に展開することと する。

第 3 章

「 主要方策」の考え 方1-1

「 重点方策」の考え 方1-2

広域景観形成を さ ら に加速さ せる▶ １

▶ ２ 国内外に誇れる高質な公共空間を形成する

▶ ３ 静岡の景観を全ての地域から 底上げする

▶ ４ あり と あら ゆる機会を活用し て景観形成に取り 組む

▶ ５ 自立し た持続性のある県民・ 事業者に根ざし た景観形成を 進める

▶ ６ 景観形成を マネジメ ント する

１ 　 静岡を代表する景観を形成する事業・ 取組であるこ と

●県が自ら 率先し て、 モデルと なる景観形成を進めるこ と によっ て、 市町や県民・ 事業者等に対するお手本と なり 、

　 質の高い景観形成の取組が県土全体に広がるこ と が期待できる事業・ 取組

重点化基準

２ 　 市町・ 県民・ 事業者等のモデルと なる景観形成の事業・ 取組である こ と重点化基準

（ 例）
•  世界遺産である富士山、 我が国最大規模の観光地である 伊豆半島等における 広域景観の形成

•  おも てなし の玄関口である 新幹線、 高速道路、 空港、 港湾等及び観光客等の移動に配慮し た景観の形成

•  歴史や文化が積み重なっ てでき た地域の財産である 周辺の農地を 含む集落における 景観の形成

●多く の人が目にする静岡ら し い景観の質を高めるこ と で、 県のイメ ージアッ プにつながる事業・ 取組

●県内外・ 国内外に向けて静岡の景観の魅力をアピールする事業・ 取組

●県民・ 事業者が地域に愛着・ 自信・ 誇り を持っ て主体的に行う 事業・ 取組

静岡県の景観形成を進めるための県の取組第3 章

1 景観形成の主要方策
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

◉ は重点方策

〈 富士山、 伊豆半島、 大井川・ 牧之原大茶園、 浜名湖〉

●複数市町にまたがる眺望景観や沿道景観等の形成を 図るため、 県が中心と なって市町、 関係事業者等と と も に推進体制

を構築し 、 観光と 景観形成の統合的な戦略も 考慮し ながら 、 広域景観の景観形成方針・ 行動計画の策定・ 進捗管理及び

共通の規制・ 誘導策の検討等を行う 。 具体方策①※ p58

※「 2　 仕組みづく り の具体方策」（ 57頁）の番号を 示し たも のである 。 以下同じ 。

〈 富士山〉

●富士山周辺の景観を 一層魅力あるも のにしていく ため、 富士山周辺景観形成保全行動計画に基づき、 県と 市町等が連携

して景観形成を推進する 。

●富士山の良好な展望景観を 保全するため、 適切な規制の下に保全と 活用の調和を 図るこ と など、 保全状況報告書に記載

し た取組を 着実に進め、 世界遺産富士山の保存管理に万全を期していく 。

●地域住民、 NPO、 企業と 行政の協働の下、 景観や自然、 文化、 歴史等の地域資源を 活かし ながら 沿道や周辺地域と 道

路が一体と なる 美し い国土景観の形成を 図る「 日本風景街道」 のう ち 、 富士山周辺の道路環境美化活動等を行う「 ぐるり

富士山風景街道」の取組を推進する 。

●清水海岸（ 三保地区） において、 砂浜保全のために設置し た消波堤が、 景観上望ましく ないと 指摘を 受けたため、 Ｌ 型突

堤に置き 換え、 砂浜保全と 景観改善の両立を 図る 。

●三保松原の松林を 保全するため、 静岡市が行う マツ 材線虫病対策や松林に適し た土壌改善等の技術的支援を行う 。

●富士山周辺地域の主要な景勝地や観光地等で、 道路管理者と 電線管理者、 地元自治体が連携・ 調整して、 景観を 阻害し

ている電柱・ 電線の撤去を 進める。

〈 伊豆半島〉

●伊豆半島の景観形成を 一体的に進めるため、 伊豆半島景観形成行動計画に基づき、 県と 市町等が連携して景観形成を推

進する。

●我が国最大規模の観光地であり 2020年東京オリ ンピッ ク・ パラリ ンピッ クの自転車競技の開催を 契機に国内外から より 一

層の集客が期待さ れる 伊豆半島において、 屋外広告物の設置を 原則禁止と すると と も に、 違反広告物に対して徹底し た

是正指導を行う 。

●伊豆半島の主要な景勝地や観光地等で、 道路管理者と 電線管理者、 地元自治体が連携・ 調整し て、 景観を 阻害している

電柱・ 電線の撤去を 進める。

主要方策1-3

主 要 方 策 1 広域景観形成をさらに加速させる

　 本県を 代表する広域景観であり、 世界遺産でも ある「 富士山」は、 国内外から 多く の人々が訪れる「 世界ク

ラス」 の資産と なっている。 また、 伊豆半島や駿河湾は、 豊かな自然環境に長い歴史や文化が織り 重なっ

て形成さ れた景観が「 世界水準」の景観として評価さ れている。

　 2020年東京オリ ンピッ ク・ パラリ ンピッ ク自転車競技の県内開催により 、 本県に対する国内外の注目が

ますます高まっている中、 こう し た状況を 追い風ととらえて、 静岡が国内外に誇る広域景観をさ らに磨き上

げていく こと が重要と なる。

　 このため、 県が主体と なって、 広域景観形成を加速させるための取組を 総合的に展開する。
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〈 大井川流域・ 牧之原大茶園〉

●静岡ならではの茶園景観を 保全・ 形成するため、 県と 市町等で 連携して、 大井川流域・ 牧之原大茶園景観形成行動計画

に基づき、 景観形成を推進する。

●富士山静岡空港周辺等で、 屋外広告物の規制・ 誘導を 継続して実施する。

〈 浜名湖〉

●浜名湖の美し い景観を 保全・ 形成するため、 県と 市等で連携して、 浜名湖広域景観形成行動計画に基づき、 景観形成を

推進する。

〈 駿河湾、 旧東海道、 国土軸〉

●複数市町にまたがる 眺望景観や沿道景観等の形成を 図るため、 県が中心と なって市町、 関係事業者等と 調整し ながら 、

各市町や団体と の取組と 連携し 、 景観形成を 図る 。

●関係市町、 事業者等と 共通の方針のもと に景観形成に取り 組めるよう 、 ガイド ラインの作成を検討する 。

〈 駿河湾〉

●駿河湾の美し い景観を 保全・ 形成するため、 県と 市町等で連携して、 景観形成を推進する 。

●「 世界で最も 美し い湾クラブ」の加盟湾として、 より 一層関係市町や民間事業者等と 連携して、 優れた自然景観を 保全し な

がら 、 湾周辺地域の観光振興や地域経済の発展と の共存を 図る 。 　

〈 旧東海道〉

●旧東海道の道路景観や宿場のまちなみなどを 保全・ 形成するため、 県と 市町等で 連携して、 景観形成を推進する 。

〈 国土軸〉

●新幹線や高速道路の車窓から 眺める景観や、 新幹線駅・ インタ ーチェ ン ジ周辺の景観の形成に向けて、 県と 市町等で連

携して、 景観形成を 推進する。
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

1  公共空間の高質化

主 な 事 業 ・ 取 組
 

●県の公共施設整備における景観配慮の指針である「 し ずおか色彩・ デザイ ン 指針」 について、 デザイン に配慮する 事項や

デザイン事例集の充実を 図る。 具体方策② p70

●県が実施主体である大規模な公共施設（ 道路や河川等のインフラ施設、 庁舎、 病院、 学校、 観光施設等）について、 景観

形成のお手本と なる 事例を 増やし ていく ため、 景観懇話会の検討案件と する 条件を見直し 、 検討案件を 増やすと と も に、

構想・ 設計の各段階からデザイン 協議を行う 仕組みを検討する。 具体方策② p71

●市町が実施主体である公共施設について、 質の向上を支援するため、 専門アド バイザーを 派遣する 。 具体方策⑤ p76

●清水港では、「 清水都心ＷＦ 地区開発基本方針」に基づき、 長期的な視点で開発を地域ぐる みでマネジメ ント する 仕組みを

構築し 、 個別プロジェ クト の設計・ 施工段階から のデザインに関して事業者に助言できるよう な体制の構築を目指す。

・  東静岡駅周辺の「 文化と スポーツの殿堂」にふさ わし い美しく 風格あるまちづく り に寄与するため、 富士山の眺望や統一感

あるデザイ ン、 周辺と の調和等に配慮し た「 文化力の拠点」の形成に向けた取組を推進する 。

・  安全で快適な歩行空間を 確保し 、 沿線地域の防災力の強化に資する 無電柱化について、 良好な景観形成の観点も 踏まえ

て実施箇所の選定を 図り 、 道路の新設、 拡幅等に併せた無電柱化の推進に努める 。

・  地域別公共サイン 整備行動計画に基づき、 表示内容の連続性・ 統一性を 確保して、 道路利用者の円滑な移動を 支援する

と と も に、 外国人に対しても わかり やすく 、 さ ら に景観に配慮し た公共サインの整備を行う 。

・  南海ト ラフ 地震等に伴う 津波への備えとして、 河川・ 海岸の整備等防災・ 減災対策を 進めるにあたり 、 地域の特性を 踏ま

えた最も ふさ わし いも のと するため、 地域の文化・ 歴史・ 風土等に根ざし 、 自然と の共生と 環境と の両立を目指し 、 地域

の意見を取り入れ市町と の協働で推進する「 静岡方式」により 、 景観にも 配慮し た施設や整備についての検討を 進める 。

・  浜松市沿岸域では、 防潮堤完成後の利活用や配慮すべき事項を 示し た「 景観デザイ ンの基本方針」に基づき防潮堤の整備

を行う 。

・  津波避難誘導標識の表示内容の統一性を 確保するため、 静岡県津波避難標識指針による 、 統一規格に基づく 分かり や

すい標識の設置を推進する 。

・  公共建築物等での県産材利用を 促進するため、「 し ずおか木使い推進プラン」 に基づき、 県が率先し て利用を 進めると と

も に、 市町・ 事業者等の主体的な取組の促進を 図る 。

主 要 方 策 2 国内外に誇れる高質な公共空間を形成する

　 道路、 公園、 公共建築物等の公共空間は、 多く の県民等が目にするだけでなく 、 国内外から 訪れる観

光客等がまず目にする空間であり、 本県の景観の「 質」が最も 現れる空間である。

　 また、 静岡県全体として良好な景観形成を 進めていく ためには、 こう し た公共施設や公共空間における

モデル的な景観形成が市町や県民等に対しても 重要な効果を果たすこと が期待さ れる。

　 このため、 県が実施する各種公共施設整備において、 質の高いデザインを取り入れるほか、 主要な公共

空間において景観の質を高めるための方策を展開する。

　 地域住民の声に耳を傾けるとともに、 地域の自然、 文化、 歴史等を十分に考慮し 、 周囲の環境と 調和した良質な

デザインの公共施設を整備することで、 公共空間の高質化を推進する。
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2  屋外広告物の適正な規制・ 誘導

主 な 事 業 ・ 取 組
 

●伊豆半島で先行的に実施する屋外広告物の設置の原則禁止及び違反広告物への徹底し た是正指導を、 県下全域に広げ、

景観形成のモデルとして全国に発信していく 。

●屋外広告物行政の慢性的な人員不足に対応するため、 屋外広告物の事務手続きにおいて、 民間活力を 積極的に導入する

こ と を検討する。 具体方策③ p72

・  地域特性に応じ た屋外広告物の規制・ 誘導を 行う ために、 景観行政団体に移行し た市町の条例制定に向けて、 引き 続き

関係市町と 協議を 進める 。 また今後、 条例を 制定する市町の参考と するため、 既に条例を 制定している市町の執行状況

について、 適宜情報提供を行い事例やノ ウハウを共有する 。

・  県民や事業者の屋外広告物に対する意識を高めるため、 優良な屋外広告物を 顕彰する。

　 景観に与える影響が大きい屋外広告物について、 適正な規制・ 誘導を行い、 公共空間の景観の質を高める。
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

1  市町景観行政の積極的支援

主 な 事 業 ・ 取 組
 

・ 景観行政の中心的な役割を担う 基礎自治体である市町が、 地域の特性に応じ てきめ細かく 効果的な景観施策を 推進して

いく ため、 市町の景観行政団体への移行及び景観計画の策定を 支援する 。

・ 風力発電、 太陽光発電等の大規模な発電設備や鉄塔等の建設に際して、 景観への影響を 最小限に抑えるため、 開発許

可制度や風致地区、 景観法等の制度活用方法を 示し 、 市町の適切な規制・ 誘導を支援する 。

・ 点的な観光施設整備から方針を 転換し 、 地域と と も に議論し 導き出し た景観ビジョ ン に基づく 観光地の面的な景観形成

を行っていく ため、 市町の観光地エリ ア景観計画の策定を支援する 。

・ 地域の良好な景観を 構成する重要な公共施設を、 積極的に景観重要公共施設に指定するため、 公共施設管理者から 景観

行政団体である市町に対して、景観計画に「 整備に関する 事項」や「 占用等の許可の基準」を定めるこ と を 積極的に要請する 。 

具体方策④ p74

・ 市町による景観計画の策定又は見直し を支援するため、 景観形成の専門的な見地から 助言を 得ら れるよう に、 景観工学

や色彩、 観光等の専門家を市町に派遣する 。 具体方策⑤ p76

2  自然景観の保全・ 復元

主 な 事 業 ・ 取 組
 

〈 共通〉

・「 不法投棄。 さ せない・ さ れない・ 許さ ない！」 を基本として、 監視パト ロールの実施や「 不法投棄110番」 の設置、 不適正

処理事業者への指導・ 監視等の不法投棄対策を 行う 。

・ 県内の全地域（ 政令市を除く 。）で、監視カメ ラやフェ ンスなどの不法投棄を防止する設備を設置する市町に対して、助成を行う 。

〈 水辺の景観〉

・ 河川整備に当たっては､ 生物の生息・ 生育環境及び多様な景観に配慮するため、 河川全体の自然の営みを視野に入れた

｢多自然川づく り｣を推進する 。

主 要 方 策 3 静岡の景観を全ての地域から底上げする

　 良好な景観は、 豊かな自然環境、 にぎわいのある都市、 文化や歴史を 感じ る建造物等、 地域の多様な

要素によって形成さ れており 、 他の地域にはない個性や魅力を 備えた地域が集まり 、 全体が調和すること

によって、 県全体の景観がより 魅力的なも のへ高まっていく 。

　 こ のため、 地域の景観形成を 担う 市町と の連携、 多様な地域の特性に応じ た景観形成の推進により 、

静岡の景観の底上げを 図るための方策を展開する。

　 景観行政の中心的な役割を担う 基礎自治体である市町が、 地域の特性に応じ てきめ細かく 効果的な景観施策を推

進できるよう に支援を行う 。

　 我が国の自然を特徴づける景観要素を備えた静岡の景観は、 まさ に日本の景観そのも のであると の自覚に立ち、

この美しい自然景観を保全するとともに、 荒廃した自然景観を復元し 、 後世へと引き継いでいく 。
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・ 近年顕著化する海岸侵食に対し 、 砂浜の回復を 図り 、 背後地の安全を 確保すると と も に特色のある自然環境・ 海岸景観

の保全を目指すため、 養浜を主体に、 離岸堤等必要最小限の構造物の設置による 侵食対策を実施する 。

・ 海岸の良好な景観及び環境の保全を 図るため、 海岸漂着物等の回収・ 処理及び発生抑制を行う 市町に対して助成を行う 。

・ 公共水域等の秩序維持、 県民の生活環境保全、 海洋性レ クリ エーショ ンの健全な発展を 図ると と も に、 浜名湖の美し さ

を高めるため、 浜名湖で不法係留船や放置艇のパト ロール調査を行い、 放置艇や沈廃船が発見さ れた場合は移動・ 撤去

さ せるなどの業務を行う 。

〈 山地の景観〉

・ 森林を 適切に管理するため、 意欲ある 森林所有者等が行う 森林施業（ 保育、 間伐等）を 造林事業により 支援する 。

・ 国土保全等の公益的機能が著しく 低下している 劣悪な保安林及び山火事、 害虫等によりこ れら の機能が損なわれた保安

林の機能の回復・ 強化を 図る 。

・ 森林景観形成ガイド ライン に基づき、 森林土木工事や林地開発許可制度の運用を 通じ た良好な森林景観の形成・ 維持に

努める 。

・ 土砂災害に対する 安全性を高め、 緑豊かな都市環境と 景観を 保全・ 創出すること を目的に、 静岡市清水区大内地区の市

街地に隣接する山麓斜面に、 一連の樹林帯（ グリ ーンベルト ）の形成を 図る 都市山麓グリ ーンベルト 整備事業を推進する 。

・ 世界遺産に登録さ れた富士山の環境保全を 図るため、 富士山麓に不法投棄さ れ、 残置さ れた産業廃棄物を撤去する 非営

利団体等の取組を 支援する。

3  農山漁村景観の保全・ 活用

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 世界農業遺産「 静岡の茶草場農法」の茶や、「 静岡水わさ びの伝統栽培」のブランド 力を高めると と も に、 適切な管理と 次

世代への継承を 通じ 、 農山村、 里山の景観保全を推進する 。

・ 世界かんがい遺産に認定さ れた「 深良用水」「 源兵衛川」は、 300年以上の歴史があり、 稲作を支えてきた地域にと って重

要な農業用水施設である 。 このよう な地域特有の歴史ある農村景観を 保存する 取組を支援する 。

・ 農村地域において農地、 農業用施設等の資源を 地域ぐる みで 保全するため、 多面的機能支払制度を 活用して、 農用地等

の保全活動を実施する活動組織を 支援すること で、 集落機能の維持と 担い手農家への農地集積を 促進する 。

・ 農村地域において景観を 阻害する農業用施設の色彩等についてルール化を 行う 。

・ 多様な主体による 、 農地、 農業用施設等の地域資源を 保全・ 活用するため、「 美しく 品格のある邑づく り」を推進する 。

・ 農業を将来的に継続さ せて地域を 守り 、 景観を 守るための景観農業振興地域整備計画の策定を支援する。

・ 荒廃農地の発生防止により 農山村景観の保全に資するため、 農業者等の再生活動を支援すると と も に、 担い手が不在の

地域では農業法人等の誘致等を支援する。

　 茶畑、 みかん畑等に代表される農山漁村景観は、 本県の生業や伝統文化等を映した姿であり、 この静岡らし い景

観を県民共有の財産として保全するとともに、 交流の場としてより 一層の活用を図る。
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

4  良好な市街地・ 産業地景観の確保

主 な 事 業 ・ 取 組

・ “静岡県”ならではの多様なライフスタ イルやライフステージへの対応として、 生活と 自然が調和する 住まいづく り Ἑまちづく

り の普及や地域コ ミ ュ ニティ の形成、 景観に配慮し た豊かな住環境を 整備するため、 市町や事業者に対するアド バイザー

派遣や助成等を行い、 快適な暮らし 空間の実現を 図る 。

・ 緑豊かな住みよい生活環境を 創造するため、 公益財団法人静岡県グリ ーンバンク が県民の協力を 得て行う 、 環境緑化事

業に対して助成を行う 。

・ 中心市街地の都市景観の向上を実現するため、 景観計画を 策定し た地区内の都市計画道路等において、 景観や環境に配

慮し た歩道舗装や照明、 街路樹等の設置を行う と と も に、 景観を 阻害する電柱・ 電線類の地中化等を 進める 。

・ 都市に溶け込む良好な景観を 生み出す地域の憩いの空間を 形成するため、 植樹による 緑化や芝等による 緑地整備を主と

し た都市公園の整備を 進める。

・ 河川敷や海辺の広がり のある開放的な空間を 活かして、 県民に憩いの場、 健康増進の場を提供するため、 遊歩道・ 緑地・

公園等の整備を 進める。

・ 適切な管理が行われていないこ と により 、 著しく 景観を損なっている 状態等、 放置すること が不適切であると 市町が認め

た空き家（ 特定空家等）に対する市町が行う 措置について、 必要な支援を 行う など、 市町と 連携して取り 組む。

・ 工業団地造成事業は地域の景観や環境を 活かし た質の高い産業基盤造り を 進めること を基本とし 、 “富士山麓フロンティ

アパーク 小山”（ 小山湯船原工業団地） では『 富士山を 借景にし た森に佇む工業団地』 をコ ンセプト に、 富士山の眺望の確

保や自然環境と の調和に取り 組む。

・ 地域の自然環境と 調和し た工場立地を 図るため、 緑地率等に係る市町の条例の策定や運用に関する 助言、「 静岡県工場

緑化ガイド ライン」による質の高い緑化の誘導、 市町・ 事業者向けのセミ ナーの開催等を行う 。

5  歴史的・ 文化的な景観資源の保全・ 活用

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 国指定名勝の優れた景観を 保全し 後世に伝えるため、 複数の自治体にまたがる 国指定名勝の保全に係る連絡協議会を 定

期的に開催し 、 文化財保護上の規制や手続について関係者間で情報共有を 図る 。

・ 地域に残る歴史的資源のう ち、 特に歴史的・ 文化的に価値が高いも のは、 国や県、 市の指定文化財と すること で、 法令

等に基づく 保護を 図ると と も に、 地域における歴史的・ 文化的な景観形成の中核と するよう 、 修理や整備を行い活用する 。

・ 歴史の中で当該地域の風土と 人々の生活・ 生業の双方の営みにより 形成さ れた景観のう ち 、 特にその地域の特色がある

も のについては、 将来的な保護を 図るために重要文化的景観として国の選定を 受けら れるよう 、 必要条例の制定や歴史

的調査の実施等を当該市町に働き掛ける 。

　 生活景観と 周辺の自然景観が調和したゆとりとう るおいを感じられる景観は、 住む人には誇りと 愛着を生み、 訪れ

る人には感動を与える。 このため、 地域の自然景観を守る一方で、 市街地や産業地の景観を磨き上げ、 これらが一

体となった総合的に美し い景観の形成を目指す。

　 各地域に残された歴史的・ 文化的な建築物や史跡等は、 現在に生きる私達が先人から受け継いだ大切な資源である。

これらの優れた資源を、 地域の歴史・ 文化とともに後世に引き継ぐため、 保全に努めつつ、 より 一層の活用を図る。
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県費助成や許認可等を通じた景観形成

主 な 事 業 ・ 取 組

●市町・ 県民・ 事業者等が行う 開発行為や建築行為を 通じ て良好な景観の形成を 促進するため、 県費助成や許認可制度と

景観施策を 連動さ せた仕組みを構築する 。 具体方策⑥ p78

・ 県内にある 優れた自然の風景地を 保護するため、 自然公園計画の計画的な見直し の他、 県自然公園条例に基づく 許認可

を 適正に行う 。

・ 風力発電や太陽光発電設備を含む大規模な開発事業による景観への影響を 回避、 低減するため、 予め事業者が実施す

る 環境影響評価に対し 、 景観を含む環境の保全に十分に配慮して事業が実施さ れるよう に審査、 指導する 。

・ 林地開発許可制度の運用に当たり 、 民間事業者の開発行為において、 良好な森林景観の維持に配慮するよう 促す。

・ 住民発意による景観を 含めた良好な環境のまちづく り を 進めるため、 建築協定や景観協定の認可を 促進する 。

・ 市街化調整区域において開発許可権者（ 市町長） が立地してもやむを 得ないと 認める開発行為等について、 静岡県開発審

査会は、 良好な景観形成へ配慮し た計画であること を求める 。

・ 地域景観と の調和及び良好な景観形成を 図るため、 工場立地法で一定規模以上の工場に設置が義務付けら れている工場

敷地内の緑地について、 規定の面積率の維持や適正な配置を指導する 。

・ 国や県、 市の指定文化財を 後世に残していく ために、 価値を 損ねる よう な現状変更が発生し ないよう に文化財保護法や

文化財保護条例に基づく 許可を 適正に行う 。

主 要 方 策 4 ありとあらゆる機会を活用して景観形成に取り 組む

　 道路、 公園、 公共建築物等の公共空間が創り 出す景観が重要な役割を担う のはもちろんであるが、 民間

の開発や建築が景観に与えている影響はさ ら に大きく 、 土地利用が変化する機会をとらえて、 より 良好な

景観へと 誘導すること が重要である。

　 このため、 県民や事業者等に対して、 県が関与できるありと あら ゆる 機会を 活用して、 景観への配慮を

求めていく ための方策を展開する。

　 市町や県民・ 事業者が、 県費助成、 県の許認可等を受けて実施する取組については、 県が積極的に関与できる機

会ととらえ、 景観への配慮や良好な景観形成を働き掛けていく 。
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

1  景観に対する意識を変えていく ための普及啓発

主 な 事 業 ・ 取 組

●静岡県のイメ ージアップ、 県内市町と 取組事例やノ ウハウの共有を行う ため、 魅力的な景観や景観形成の成功事例につい

て、 県民や国内外に向けて情報発信を行う 。 具体方策⑦ p80

・ 県民や事業者の景観への意識を 醸成するため、 静岡県景観賞の授与、 景観セミ ナーや静岡県農村の魅力フォト コ ン テス

ト の開催等を行う 。

・ 花や緑に関する 講座やコ ンクールなどの開催を 通じ て人材を育成し 、 暮らし の様々な場面で花と 緑があふれる 地域づく り

を推進する 。

・ 経済産業省等が実施する 緑化優良工場等表彰に、 県内で先進的な緑化に取り 組む工場を推薦する 。

・ 世界遺産富士山に係る 情報提供の拠点施設として富士山世界遺産センタ ーを 整備し 、 富士山の歴史、 文化、 景観等の調

査研究、 調査研究成果を 活用し た展示やセミ ナーなどを 開催する。

・ 富士山の湧水や浜名湖の景観等、 本県の恵み豊かな水資源を 大切に守り 継承し 、 水資源・ 環境の保全を 図るために、 水

の恵みやその利活用に関する情報発信を行う 。

・ 県産材の積極的な利用を 促進するため、 展示会への出展やホームページによる 情報発信を 通じ 、 県民に広く 県産材を 使

う こと の意義や木の良さ への理解に努める 。

・ 県内の文化財と 気軽に触れ合える 機会と して講演会やシン ポジウムを 開催し 、 景観の歴史的な背景に対する 県民の理解

と 関心を高める 。

2  景観形成を担う人材の育成

主 要 方 策 5 自立した持続性のある県民・ 事業者に根ざした景観形成を進める

　 景観形成は一時の取組によって完成するも のではなく 、 世代を 超えた息の長い取組として継続さ れるこ

と が重要である。 そのためには、 行政や一部の団体のみが景観形成活動を行う のではなく 、 県民や事業

者が、 日常的な活動の積み重ねの中で、 景観を 形成していく こと が重要である。

　 また、 景観形成の活動を 継続するためには、 活動を支える人材や財源が必要であり 、 多く の人に景観形

成の意義や良好な景観の価値を 知ってもらう 必要がある。

　 このため、 県民や事業者に広く 根ざし た景観形成を 進め、 自立し た持続性のある活動を拡大するための

方策を展開する。

　 県民・ 事業者に景観への意識を深めてもらう ためには、 景観形成の取組が地域の魅力や活力の向上につながること

を理解してもらう とともに、 取組を通じ て本県の景観が魅力的なものになっていく 姿を知ってもらう こと が重要である。

　 そのため、 国内のみならず世界に対しても 様々な形で積極的に情報を発信するとともに、 景観形成に取り 組む主体

が次なる一歩へと 進めるよう な表彰・ 顕彰を行う 。

　 日常的な活動の積み重ねの中で着実に景観を良く していく ためには、 県民・ 事業者を広く 巻き込み、 社会総掛かり

で景観形成に取り 組む必要があることから、 景観形成を主体的に担う ことができる人材の育成を推進する。
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主 な 事 業 ・ 取 組

・ 景観形成を 担う 人材の発掘を行う と と も に、 学校教育・ 生涯学習等を 通し て人材の育成を 行う ため、 景観学習教材の作

成等を行っていく 。 具体方策⑦ p80

・ 県民、 事業者及び行政の協働により良好な景観形成を 推進するため、 景観やまちづく り に関する 知識の向上につながる

景観セミ ナーや事例視察等を行う 。 具体方策⑦ p80

・ 景観形成には専門的な知識・ 経験が必要であるため、 観光従事者等を 対象に、 景観形成で求めら れる知識を 学ぶ機会を、

県内大学等と 連携して提供する。

・ 総合的な学習の時間等をと おして、 地域のひと・ も の・ こ と と 児童生徒の関わり を 増やすと と も に、 道徳教育を 通じ て、

郷土愛の醸成、 モラルの向上に努める 。

・ 地域を 理解し 、 地域に貢献する人材を 育成するため、 伊豆ジオパーク や富士山等、 学校周辺地域の特色を 生かし た「 地

域学」の学習活動を推進する 。

3  協働による景観形成

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 住民団体等（ 住民団体、 学校、 企業等） と 行政が互いの役割分担を 定め、 両者の協働の下、 道路、 河川、 港湾、 漁港等

の公共空間の清掃・ 美化や維持・ 管理を行う 取組を 積極的に広報し 、 活動団体を増やすと と も に、 その取組を支援する 。

しずおかアダプト ・ ロ ード ・ プログラム　 　 　 リバーフレンド シップ 　 　 　 　 　 　 　 しずおかポート サポータ ー　

一社一村し ずおか運動　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふじ のく に美農里プロジェ クト 　 　 　

・ 民間団体等の活動と 連携し 、 道路の維持管理の充実や利便性向上を 図るための「 道路協力団体制度」 を 活用し 、 民間団

体等が実施する道路の美化活動等を支援する 。

・ 地域住民、 NPO、 企業と 行政の協働の下、 景観や自然、 歴史・ 文化等の地域資源を 活かし ながら沿道や周辺地域と 道路

が一体と なる 美し い国土景観の形成を 図る「 日本風景街道」の取組を推進する 。

・ 河川や海岸の流水の疎通を 図り 、 災害予防・ 美化保全に寄与する活動を支援する。

・ 沼津港周辺では、「 沼津港みなと まちづく り 推進計画」に基づき、 地域ぐる みで 景観を 守り 、 創り 、 育てる協力体制を構築

し 、 その素晴らし さ を 多く の人に紹介する 取組を 行う 。

4  景観形成を支える財源の確保・ 支援

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 景観形成を 支える 財源を 確保するため、 景観形成に関する活動を 行っている 団体と 社会貢献活動を 検討中の企業のマッ

チングを行う 。 また、 景観・ 歴史まちづく り ファンド の創設や景観税の導入等について検討する 。 具体方策⑧ p82

　 地域の特性や課題に応じた景観形成を進めるためには、 地域の主役である住民やＮＰ Ｏ、 事業者等の多様な主体

と行政が同じ目線で話し合い、 互いに知恵と 力を出しあう 必要がある。

　 地域が主体となり 、 地域のニーズや課題に応じた景観形成を進めることで、 多様な主体における郷土に対する愛着

を深めていく 。

　 県民・ 事業者等による取組が一過性のもので終わることなく 、 息の長い取組として継続していく ためには、 自立的・

継続的な活動を支える一定の財源確保が重要となること から、 景観形成に携わる県民や事業者等が自ら資金を調達

できるよう な仕組みを構築する。
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1  推進体制の強化

　 計画に掲げた行動計画の進捗状況について、 全庁横断的に設置した静岡県景観づく り 推進本部及び外部の第三者機関にお

いて検証・ 評価を実施し 、 今後の事業・ 取組のあり 方に反映していく 。

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 静岡県景観づく り 推進本部において、 各種の事業計画や規制・ 誘導方策を 検討・ 決定すると と も に、 進捗状況を検証・

評価する 。 推進体制ｐ 89

・ 県の景観施策全般に対して、 第三者の視点から意見・ 提言を行う 有識者会議を 設置する 。 推進体制ｐ 89

2  技術力の向上

　 人事異動によるベテラン 職員の転出や、 厳し い財政下における人員不足の中で、 本計画において位置付けた施策や事業が

着実に実施されるよう にするため、 景観行政を担当する職員がやり がいを感じ る 機会を提供するなど、 技術力の底上げを図る。

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 景観形成には専門的な知識・ 経験が必要であるため、 県・ 市町の景観行政担当者等を 対象に、 景観形成に取り 組む上で

求めら れる 知識を 学ぶ機会を、 県内大学等と 連携して提供する 。 具体方策⑨ p85

3  外部視点による評価

　 景観形成を進めるためには、 日頃その景観を見慣れている県民や行政等が気付かない魅力や問題点について認識すること

が大切である。 そのため、 多面的な外部の視点から評価するとともに、 改善に向けた支援を行う 。

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 多面的な外部の視点から意見・ 提言を いただく ため、 国際識者や地域外住民・ 行政等による 現地視察や座談会を 開催す

る 。 また、 発見さ れた地域の魅力等の情報を 国内外に向けて発信する 。 具体方策⑩ p86

4  景観資源の活用

自然景観、歴史的・ 文化的景観を保全・ 形成するだけではなく 、活用することで、交流人口や関係人口の増加等地域の活性化へつなげる。

主 な 事 業 ・ 取 組

・ 観光関連や文化財関連の部局や関係団体等と 連携し 、 景観形成及び積極的活用を推進する。 具体方策⑪ p88

・ 特に歴史的・ 文化的に価値が高いも のは、 国や県、 市の指定文化財と するこ と で、 法令等に基づく 保護を 図ると と も に、

地域における歴史的・ 文化的な景観形成の中核と するよう 、 修理や整備を行い活用する。（ ｐ 525 歴史的・ 文化的な景観

資源の保全・ 活用（ 再掲）） 具体方策⑪ p88

主 要 方 策 6 景観形成をマネジメ ント する

　 景観形成の取組は、 単なる掛け声やスローガンで実現するものではなく 、 行政職員も含め個人の自主性や能力だけに頼っていては進まない。

　 本計画で掲げた主要方策を確実に進めていく には、 体制、 仕組み、 ルールを整えることで、 誰がやっても同じ よう に効果を発揮すること が

できるよう な「 マネジメント ・ システム」を導入すること が必要である。

　 また、 個々の事業・ 取組の進捗状況について評価を実施し 、 今後の事業・ 取組のあり 方に反映していく 必要がある。

　 このため、 主要方策１から５ を確実に実行・ 評価するための方策を展開する。
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　 1の主要方策で掲げた事業・ 取組のう ち、 庁内関係課や市町・ 県民・ 事業者等の多様な主体の活動を 支える

事業・ 取組については、 より 具体的な仕組みを示し 、 主要方策の着実な推進につなげる必要がある。

　 そのため、 以下のと おり 11の仕組みづく り の具体方策を 示す。

図　 仕組みづく り の具体方策の一覧

主要方策を支える11の仕組みづく り

・ 市町景観行政の積極的支援

・ 自然景観の保全・ 復元

・ 農山漁村景観の保全・ 活用

・ 良好な市街地・ 産業地景観の確保

・ 歴史的・ 文化的な景観資源の

保全・ 活用

静岡の景観を全ての地域から

底上げする

・ 県費助成や許認可等を通じ た

景観形成

・ 公共施設整備を 通じ た

景観形成

ありとあらゆる機会を活用して

景観形成に取り 組む

・ 景観に対する意識を変えていく ための普及啓発

・ 景観形成を担う 人材の育成

・ 協働による景観形成

・ 景観形成を支える財源の確保・ 支援

自立し た持続性のある県民・ 事業者に

根ざし た景観形成を進める

・ 公共空間の高質化

・ 屋外広告物の適正な規制・ 誘導

国内外に誇れる高質な

公共空間を 形成する

・ 富士山　 ・ 伊豆半島　 ・ 大井川流域・ 牧之原大茶園

・ 浜名湖　 ・ 駿河湾　 　 ・ 旧東海道　 ・ 国土軸

広域景観形成を

さらに加速さ せる

・ 推進体制の強化

・ 技術力の向上

・ 外部視点による評価

景観形成を

マネジメ ント する

底上げ高質空間

マネジメ ント

持続性機会活用

広域景観

⑨技術力の向上

⑩多面的モニタリ ングの実施

⑪景観資源の活用

マネジメント

④景観法の活用促進

⑤専門アド バイザーの派遣

底上げ

⑦人材ネット ワークの構築

⑧多様な活動財源の確保

持続性

②公共施設のデザインチェッ ク

③屋外広告物行政への民間活力導入

高質空間

⑥県費助成等を活用し た景観形

成

機会活用

①広域景観協議会の設立・ 運営

広域景観

2 仕組みづく り の具体方策
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具体方策 1  広域景観協議会によ る 取組推進

1  推進体制

　 県、 関係市町、 必要に応じ て県民、 事業者から 構成さ れる「 広域景観協議会」（ 以下「 協議会」と いう 。）を

設立する。

　 協議会の運営は県が行う 。 中長期的には、 協議会の成熟度等も 考慮し た上で、 協議会事務局を県（ 景観ま

ちづく り 課）から土木事務所や構成市町の持ち回り などへ移行することも 検討する。

　 なお、 類似し た組織等が既に設立さ れている場合等は、 これら の組織の活用を検討する。

2  取組内容

●各広域景観の状況に応じ た着実な取組の推進

　 各広域景観の特徴と 取組状況に応じ て、 具体的な方策、 実施主体、 実施時期を定めた行動計画を策定する。

　 その際には、 広域景観が有している課題を把握し た上で、 必要に応じ て、 県・ 市町、 県民及び事業者等で

構成さ れるワーキンググループを立ち上げ、 地域の課題解決と 景観形成の両方の達成を目指す。

　 広域景観ごと に景観法の景観形成基準及び屋外広告物の許可基準について、 最低限守るべき基準を共有す

ることを目指す。

　 各広域景観における取組内容を 表に示す。

　 複数市町にまたがる眺望景観や沿道景観等の形成を 図るため、 県が中心と なって市町、 関係事業者等

とと も に推進体制を構築し 、 観光と 景観形成の統合的な戦略も 考慮し ながら 、 広域景観の景観形成方針・

行動計画の策定・ 進捗管理及び共通の規制・ 誘導策の検討等を行う 。

図　 広域景観協議会と 県の役割

県

広域景観協議会

●行動計画の策定と 推進

●関係市町の景観施策の調整

●進捗管理、 評価
けん引・

調整・

支援

参画

参画

関係市町

県民・ 事業者
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表 　 各広域景観に おける 主な 取組内容

広 域 景 観 主 な 取 組 内 容

共　 通

・ 広域景観の景観形成方針に基づく 事業・ 取組の推進

・ 関係市町の取組の進捗の共有及び市町間の調整

・ 景観法の景観形成基準及び屋外広告物の許可基準について、 最低限守るべき基準を共有

富士山

●「 富士山地域景観協議会」を中心に次の取組を 行う 。

・ 行動計画に位置付けた事業の推進

・ 法定の景観協議会への移行

伊豆半島

●「 伊豆半島景観協議会」を 中心に次の取組を行う 。

・ 行動計画に位置付けた事業の推進

・ 法定の景観協議会への移行

大井川流域・

牧之原大茶園

●「 牧之原茶園・ 空港周辺地域景観協議会」を 中心に次の取組を行う 。

・ 行動計画の策定、 行動計画に位置付けた事業の推進

・ 法定の景観協議会への移行

浜名湖

●「 浜名湖広域景観推進会議」を 中心に次の取組を行う 。

・ 行動計画に位置付けた事業の推進

・ 法定の景観協議会への移行

駿河湾

●「 世界で最も 美し い湾クラブ」の取組と 連携して次の取組を行う 。

・ 駿河湾で 特に保全・ 形成する 必要のある景観の検討

・ ガイド ライン 作成の検討

旧東海道

●旧東海道沿道の市町やまちづく り 団体等と と も に以下の取組を行う 。

・ 旧東海道の歴史を 伝える 取組に対する県の支援方法について、 関係市町、 まちづく り 団

体等と 意見交換

・ ガイド ライン 作成の検討

国土軸
●高速道路や東海道新幹線沿線の市町、 関係事業者等と 連携して次の取組を 行う 。

・ ガイド ライン 作成の検討

●一大成功事例の創出

　 広域景観形成の一大成功事例を 関係市町だけでなく 、 周辺市町、 さら に国内外へ広く 発信するため、 県が

先頭に立ち、 景観形成のリ ーディ ングプロジェクト を実施することを検討する。

　 リ ーディ ングプロジェクト の具体的な実施時期、実施場所、実施内容等については、想定さ れる波及効果（ 観

光客の増加、 地域の活性化等）と 、 市町の観光や地域活性化等に関する構想及び計画と の連携を考慮し 、 協

議会等で検討を行う 。

　 リ ーディ ングプロジェクト を検討する際には、 その波及効果を 最大限高めるため、 ITを活用し た景観形成や

情報発信の方法についても 検討を行う 。

　（ リ ーディ ングプロジェ クト の例）

例１  雄大な富士山と 駿河湾を一望できる場所をつく る

　 観光客が比較的容易にアクセスするこ と が可能な場所に、 富士山と 駿河湾を 一望できる展望台を 整備する 。

例２  有名絵師による絵図に描かれた眺めを再現する

　 江戸時代に描かれた葛飾北斎の富嶽三十六景や、歌川広重の東海道五十三次の絵図に描かれた富士山の眺めを再現する 。



60

第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

●多面的なアプローチも 視野に入れた景観形成

　 広域景観の中には、 例えば茶園景観のよう に、 農家の経営状態が大きく 影響を及ぼすも のも あり 、 景観法

や屋外広告物条例等の活用のみでは景観形成を 図ること が難し いも のがある。

　 このよう な場所では、 景観だけでなく 、 農業、 観光等、 複数の分野からアプローチすること により 、 地域

が抱える課題を抜本的に解決することを引き続き検討する。

●景観の規制・ 誘導による広域景観の形成

　 景観計画・ 条例を定めている市町では、届出・ 認定制度により 建築物・ 工作物等の外観の規制・ 誘導を行っ

ているが、 市町によって届出対象行為と 景観形成基準が異なっているのが実態である。

　 こう し た基準の違いは、 同じ 広域景観を共有する地域内であり ながら 、 不揃いな景観を 生み出す原因の一

つと なること から 、 各広域景観の特性を 活かし た景観形成を行う ために、 各市町が設定すること が望まし い

届出対象行為と 景観形成基準を示すことと する。

　 ただし 、 ここに示すも のは一つの（ 案）であること から 、 景観特性に応じ て適宜変更する。

【 届出対象行為について】

　 景観計画・ 条例に基づく 届出は、 本来景観に影響する全ての行為を 対象と すべきであるが、 景観行政団体

の事務の効率を 考慮する必要があること から 、 標準的な届出対象行為を以下のと おりと する。

表　 景観計画に定める 標準的な 届出対象行為（ 案）

※県内市町の景観計画において比較的多く 採用さ れている値と し た。

用途地域指定区域
（ 低層住居専用地域を 除く ）

低層住居専用地域・

用途地域指定区域外
（ 都市計画区域外も 含む）

工作物の新設、増築、改築若し く は移転、外観

を 変更する こ と と なる 修繕若し く は

模様替又は色彩の変更 太陽光

パネル

高さ 15m 超 高さ 10m 超

面積1,000㎡以上

都市計画法第4条第12項に規定する 開発行為 面積1,000㎡以上　 又は　 2,000㎡以上

建築物の新築、増築、改築若し く は移転、外観

を 変更する こ と と なる 修繕若し く は模様替又

は色彩の変更

高さ 15m 超 高さ 10m 超

延床面積1,000㎡以上

見付面積２ 分の１ 以上

景観法で規定する行為の名称

届出対象行為の基準※
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【 景観形成基準について】

　 景観形成基準は、 地域の状況や目指すべき 景観イメ ージによって様々な項目や指標を 組み合わせること が

必要であるが、 良好な眺望景観や連続し た沿道景観等を 形成していく ためには、 建築物の高さ、 配置、 色彩、

屋根の形態等の基準をある程度明確に定めておく 必要がある。

　 ここで は、 各市町の景観形成基準の実態を 踏まえ、 広域景観を 形成する上で重要な景観形成基準項目、

基準を設定する際の基本的な考え方と 基準を設定するに当たって配慮すべき点を整理する。

広域景観を 形成する 上で 重要な 景観形成基準項目と その指定の考え 方

項目 現在の基準の特徴 設定の考え方

建築物

高さ

●高さ に関する基準を設けているのは全体の8割※1（ 15市町） で

ある。

●こ のう ち高さ の最高限度を定めている のは、 静岡市、 沼津市、

熱海市、 富士宮市、 掛川市、 御殿場市、 袋井市、 伊豆の国

市、 小山町である 。 その他の市町では「 周辺の景観と 調和す

る」「 眺望地点から 眺望の見通し 線以下」「 突出し た印象を与

えない」などの定性的な表現としている 。

●山並みなど を 重要な景観資源と する 地域

で は、 高さ の最高限度を 定める こ と が望

まし い。

配置

●建築物等の配置に関する 基準を 設けている のは全体の７ 割

（ 13市町）である 。

●眺望点への見通し を 遮ら ないための建築物配置の工夫、 修

景空間・ ゆと り を 確保するための壁面線の後退を 位置付けて

いる 例が多い。

●眺望点の見通し 、 ゆと り 及び修景空間等

を 考慮し た 建築物配置の工夫を 位置付け

ること が望まし い。

色彩

●壁面や屋根の色彩基準を 設けているのは19市町全てである 。

●「 落ち 着き のある色彩」等の定性的な表現に止まっているも の

は比較的少なく 、 17市町で マン セル値を 基本と し た 数値基

準を 設定している 。

●地域特性を 考慮し マン セル値
※2

を 基本と

し た数値基準を 定めること が望まし い。

形態（ 屋根）

●屋根の形状に関する 基準を 設けている のは全体の5割（ 9市

町）である。

●「 周辺の地形や山並みなどと 調和する形状」と するよう な基準

が多いが、 一部では「 勾配屋根」 等、 具体的な形を 明示し て

いるも のも 見ら れる。

●山並みなど を 重要な景観資源と する 地域

で は、 背後の山並みに馴染むよう に、 勾

配屋根等、 屋根形状を具体的に指定する

こ と が考えら れる（ 商業系用途地域の指定

さ れた幹線道路は除く 。）。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備※3

●太陽光発電設備を 位置付けている のは、 6割（ 12市町）である。

●太陽光パネルの色彩や反射、 設置場所の基準を設定している。

●風力発電設備を 位置付けている のは2割（ 4市）である 。

●風力発電設備の色彩や設置場所の基準を 設定している 。

●多く の市町で扱いに苦慮し ているこ と から 、

景観形成基準の中で 明確に位置付け、 配

置、 形態、 色彩等の基準を 設定するこ と

が望まし い。

※1　 景観計画策定19市町に対する割合を示す。

※2　 64頁参照

※3　 こ こ では便宜上、 太陽光発電設備は太陽光発電施設、 風力発電設備は風力発電施設を含めるこ と と する。 62～68頁も 同様と し た。
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景観形成基準の設定に おいて 特に 配慮すべき 事項 【 富士山】

基準を定めると きの考え方

●富士山の眺めと 周辺景観と が調和するこ と を 基本とし た基準と する 。

●富士山を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 建築物の高さ、 配置、 色彩、 形態（ 屋根）、 工作物等について、

統一的でより 具体的な基準を 設けるこ と が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）

●富士山への眺望を重点的に確保すべきエリ アで は、 視点場から の距離に応じ て高さ の最高限度を 設けるこ と が

望まし い。

参 考

・ 富士宮市[浅間大社周辺地区]、 御殿場市[御殿場駅周辺地区]では、 富士山の眺望を 確保するため、 視点

場から の距離に応じ て、 ８ ～20ｍの範囲内で高さ を設定している。

・ 沼津市、 富士宮市、 御殿場市、 小山町のそれぞれ一部の地区では、 富士山の眺望を確保するため、 10～15

ｍの範囲で高さ を設定している。

配置

●富士山を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 富士山の眺望に配慮し た建築物配置に関する

統一的な基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 三島市、 富士宮市では、 眺望地点から 富士山等への見通し 線を 確保するよう に建築物を 配置すること を

位置付けている。

・ 沼津市〔 原駅前地区〕、 三島市、 御殿場市、 長泉町、 小山町では、 富士山の眺望を 損なわないよう に建

築物を 配置すること を 位置付けている。

色彩

●富士山を 見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 地域共通のより 厳し い色彩基準を 設定するこ

と が望まし い。

参 考

・ 御殿場市〔 東山・ 二の岡地区、 国道138号等沿道地区、 国道246号沿道地区、 御殿場駅周辺地区〕 では、

市全域より 厳しく マンセル値で数値基準を 設定している 。

・ 沼津市、 三島市、 富士宮市、 富士市、 裾野市等では、 マンセル値で 数値基準を 設定している 。

形態（ 屋根）

●信仰の山としての富士山の歴史や周辺の山並みなどと の調和を 配慮し 、 勾配屋根等の屋根形状、 屋上設備の配

置に関する記述を 基準に盛り 込むこ と が望まし い。

参 考

・ 沼津市、 三島市の一部、 富士宮市の一部、 御殿場市で、 勾配屋根等の工夫を 位置付けている 。

・ 三島市、 富士宮市、 小山町では、 屋上施設の配置の工夫、 ルーバーなどの修景を施すとし 、 富士宮市では、

アン テナ類の共同化、 集約化を 位置付けている。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備

●色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定するこ と が望まし い。

参 考

・ 沼津市〔 原駅前地区〕、 富士宮市、 富士市、 御殿場市、 裾野市、 長泉町、 小山町で、 太陽光発電設備の

色彩等を 位置付けている 。

・ 富士宮市、御殿場市では、風力発電設備が道路等から直接見えなよう に配慮すること などを 位置付けている。
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景観 形成基 準の設定にお いて 特に配慮すべき 事項  【 伊豆半島】

基準を定めると き の考え方

●駿河湾と 富士山、 相模灘等の眺めと 周辺景観と が調和すること を 基本とし た基準と する。

●こ れら を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 建築物の高さ、 配置、 色彩、 形態（ 屋根）、 工作物等について、

統一的でより 具体的な基準を 設けるこ と が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）

●山側から海への眺望、 海側から 山並みへの眺望を 守る 必要がある 地域については、 高さ の最高限度を 設定する

こと が望まし い。

参 考

・ 熱海市では、 海・ 斜面緑地・ 山並みの眺望を 守るため、 風致地区（ 8m ,15m ）、 高度地区（ 21m ,31m ）、 地

区計画（ 31m）、 景観地区（ 60m ）を 活用し ながら 、 景観計画で 最高限度21ｍに設定している。

・ 伊豆の国市〔 韮山反射炉周辺地区〕では、 韮山反射炉と 富士山の眺望景観を 保全するため、 10m 以下に設

定している。

配置

●地域特性に応じ 、 建築物配置に関する 基準を 設定するかどう か判断する。

参 考

・ 熱海市〔 東海岸町景観地区〕 では、 歩行者空間を 確保するため、 主要道路から2m 壁面後退し 、 周辺まち

並みなどと 調和し た設えと するこ と を 位置付けている 。

・ 下田市〔 旧町内ゾーン〕では、 両隣と の建築物と 壁面の位置が揃う よう な配慮、〔 里山ゾーン〕では、 河川境

界から の壁面後退を 位置付けている。

・ 沼津市、 三島市、 伊豆の国市では、 富士山の眺望を損なわない建築物の配置を 位置付けている 。

色彩

●主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 地域共通のより 厳し い色彩基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 沼津市、 熱海市、 三島市、 伊東市、 伊豆の国市では、 マンセル値で数値基準を 設定している。

形態（ 屋根）

●既存の観光施設等の扱いに留意しつつ、 勾配屋根等の屋根形状、 屋上設備の配置に関する 記述を 基準に盛り 込

むこと が望まし い。

参 考

・ 沼津市、 熱海市〔 住宅地、 山地・ 丘陵地、 初島地区、 東海岸町景観地区Cゾーン〕、 三島市〔 白滝公園・ 桜

川地区、 蓮沼川地区〕、 伊豆の国市〔 韮山反射炉周辺地区〕 では、 勾配屋根と するよう 配慮すると 位置付

けている 。

・ 熱海市、 三島市、 伊豆の国市では、 屋上施設は目立たない位置に設けるか、 ルーバーなどにより 修景を

施すこと を 位置付けている 。

・ 下田市〔 旧町内ゾーン、 蓮台寺温泉ゾーン〕では、 屋上を 設ける 場合にはスカ イライン を 乱さ ない形状と す

ること を 位置付けている 。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備

●色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 沼津市〔 原駅前地区〕、 伊豆の国市では、 太陽光パネルは、 反射が少なく 模様が目立たないも のを 使用し 、

設置場所の色彩と 調和すること を 位置付けている 。

・ 下田市では、 公共の場から見えない措置、 低明度・ 低彩度・ 低反射と するこ と を 位置付けている 。
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景観形成基準の設 定に おいて 特に 配慮すべき 事項 【 大井川流 域・ 牧 之原大茶園】

基準を定めると きの考え方

●大井川鐵道や主要な茶園景観と 周辺景観と が調和するこ と を 基本とし た基準と する 。

●大井川鐵道沿線や広大な茶園を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 建築物の高さ、 配置、 色彩、 形態（ 屋

根）、 工作物等について、 統一的でより 具体的な基準を 設けること が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）
●茶園の眺望を重点的に確保すべきエリ アでは、 高さ の最高限度を 設けるこ と が望まし い。

参 考

・ 袋井市では、 商業地域等の一部のエリ アを 除き 最高限度を20ｍに設定している 。

・ 島田市、 磐田市では、 眺望を 阻害し ないと いう 定性的な基準を 設定している。

配置
●地域特性に応じ 、 建築物配置に関する 基準を 設定するかどう か判断する。

参 考

・ 島田市では、 道路に面し た部分には、 歩道と 一体化又は緑化スペースとし て利用できる 空間の確保を 位

置付けている 。

色彩
●大井川鉄道沿線や広大な茶園を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 地域共通のより 厳し い

色彩基準を 設定するこ と が望まし い。

参 考

・ 島田市、 磐田市、 掛川市、 袋井市では、 マンセル値で 数値基準を 設定している。

形態（ 屋根）
●茶園景観及び周辺のまち なみなどと の調和を 配慮し 、 勾配屋根等の屋根形状、 屋上設備の配置に関する記述を

基準に盛り 込むこと が望まし い。

参 考

・ 磐田市は、 背後の自然景観や周辺のまち並み景観と 調和し た屋根形状と して、 勾配屋根・ 屋根向き の統

一を 位置付けている 。

・ 島田市、 磐田市では、 屋上設備は配置、 色彩、 目隠し により見えにくく すること を 位置付けている。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備
●太陽光発電設備や風力発電設備の色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 磐田市では、 太陽電池パネルは反射が少なく 模様が目立たないも のとし 、 周辺のまち並み景観と の調和

に努めること を 位置付けている 。

・ 掛川市では、 風力発電施設についてマンセル値で数値基準を 設定している 。

【 参考】マンセル表色系と は？

マンセル表色系は、 色彩を 客観的にとらえる方法として確立さ れたシステムで、「 色

相」、「 明度」、「 彩度」の3つの属性の組み合わせによって表現している。

こ れら 3つの属性を 記号化して表すも のをマンセル値と いう 。

●色相：「 色合い」 を 表すも のであり 、 10種類の基本色の頭文字のアルファ ベット と

その度合いを 示す0から10までの数字を 組み合わせて表記している。

●明度：「 明るさ 」の度合いを 表す。 暗い色ほど 数値が小さく 、 明るい色ほど 数値が

大きく なる。 実際には、最も 暗い黒で明度1.0程度、最も 明る い白で明度9.5

程度である。

●彩度：「 鮮やかさ 」 の度合いを 0から14程度の数字で表す。 鮮やかさ のない色彩ほ

ど数字が小さく 、 無彩色の白・ 黒・ グレ ーなどの彩度は0になる。

マンセル値の読み方： 　 １
じ ゅう わいあーる

０ YR　 6
ろく

 /
の

 1
いち

色相　 　 　   明度　 　  彩度

【 色相環】

【 明度と 彩度】
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景観 形成基 準の設定にお いて 特に配慮すべき 事項  【 駿 河湾】

基準を定めると き の考え方

●海岸の水辺景観、 水陸から の駿河湾及び富士山の眺めと 周辺景観と が調和すること を 基本とし た基準と する 。

●海岸線のう ち富士山を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 建築物の高さ、 配置、 色彩、 形態（ 屋根）、 工

作物等について、 統一的でより 具体的な基準を 設けること が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）

●駿河湾及び富士山の眺望を重点的に確保すべきエリ アでは、 高さ の最高限度を 設けること が望まし い。

参 考

・ 沼津市〔 沼津港周辺地区〕 では、 内港から の富士山眺望を 保全するため、 10～15ｍ以下に設定している。

また、 駿河湾千本松原に隣接する原駅前地区では、 富士山の眺望を 保全するため、 高さ の最高限度を10

ｍに設定している 。

配置

●駿河湾及び富士山を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 眺望に配慮し た建築物配置に関す

る 統一的な基準を設定すること が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 日の出地区〕では、 海辺に人が憩えるよう な空地等確保に努めるこ と 、 主な道路や親水空間に面

する部分には段差や垣・ 柵等の遮蔽物は設けないこ と を 位置付けている。

・ 静岡市では、 地域の景観特性に応じ たスカ イライ ンの形成、 通り に対する 外壁面の位置、 敷地内の空地

の確保を 位置付けている。

色彩

●駿河湾及び富士山を見通せる主要道路沿道や重要な視点場周辺については、 地域共通のより 厳し い色彩基準を

設定すること が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 日の出地区〕では、 屋根の色彩は緑色や緑青色等、 外壁の基調色は生成り 色、 ベージュ 及びれん

が色、 清水港のシン ボルカ ラ ーはアクアブルー及び白とし 、 マンセル値で数値基準を 設定している。

・ 沼津市〔 戸田港周辺地区〕では、 屋根、 庇、 外壁等は周囲と 調和し た落ち着いた色、 隣接する 建築物と の

連続性を 保つ色とし 、 マンセル値で 数値基準を 設定している 。

・ 富士市では、 煙突等の色彩について、 富士山及び市街地景観と 調和し た色彩としていく ため、 マンセル

値で 数値基準を 設定している 。

形態（ 屋根）

●駿河湾と の調和に配慮し 、勾配屋根等の屋根形状、屋上設備の配置に関する記述を基準に盛り 込むこと が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 日の出地区〕 では、 建築設備は道路や海から 直接望見できない位置に配置し 、 ペント ハウスは建

築物と 一体的なデザインとして軽快なスカ イラインを 形成すること を 位置付けている。

・ 静岡市の日本平から 三保半島を 含む田園緑地景観形成ゾーン では、 屋根を 勾配屋根にする など、 周辺の

市街地や後背の山並みと 調和し た形状にすること を 位置付けている 。

・ 沼津市では、 勾配屋根とし 、 後背の自然景観や周辺のまちなみ景観と の調和に努めること とし 、〔 沼津港

周辺地区〕では、「 びゅう お」の展望台から の眺望に配慮し 、 屋上付帯設備は位置や色彩により 目立ちにく

く すること を 位置付けている 。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備

●色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 沼津市〔 原駅前地区〕 では、 太陽光発電設備について、 反射が少なく 模様が目立たないも のとし 、 設置す

る屋根の色彩と 類似色と すること を 位置付けている。

・ 富士市では、 太陽光発電設備の色彩を黒色又は濃紺色若しく は低彩度・ 低明度の目立たないも のと する

こと を 位置付けている 。
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景観形成基準の設定に おいて 特に 配慮すべき 事項 【 浜名湖】

基準を定めると きの考え方

●浜名湖の眺めと 周辺景観と が調和するこ と を 基本とし た基準と する 。

●浜名湖周遊自転車道沿道や重要な視点場周辺については、 建築物の高さ、 配置、 色彩、 形態（ 屋根）、 工作物等について、 統

一的でより 具体的な基準を 設けること が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）

●対岸から の視対象と なるエリ アでは、 眺望に影響を与えない高さ の最高限度を設けるこ と が望まし い。

参 考

・ 浜松市では、 周辺の地形やまち 並みなどの周辺景観の基調を 確認し 、 突出し た印象と なら ないこ と を 位

置付けている 。

・ 歴史的・ 文化的資産のある湖西市〔 新居関所周辺地区〕では、 できるかぎり２ 階以下とし 、 やむをえず３ 階

と する 場合は、 その部分の町並みに十分配慮すること を 位置付けている。

配置

●浜名湖周遊自転車道沿道については、 浜名湖の眺望に配慮し た建築物配置に関する 統一的な基準を 設定するこ

と が望まし い。

参 考

・ 浜松市では、 主要な眺望点から の見通し を 阻害し ないよう に、 見通し 線を 遮ら ない配置と するこ と を 位

置付けている。 また、 道路等公共施設に面する 壁面等の後退、 修景や公開空地的な空間、 植栽のため

の空間の確保を 位置付けている。

色彩

●浜名湖周遊自転車道沿道や重要な視点場周辺については、 地域共通のより 厳し い色彩基準を 設定すること が望

まし い。

参 考

・ 浜松市では、 マンセル値で数値基準を 設定している 。

・ 歴史的・ 文化的資産のある湖西市〔 新居関所周辺地区〕 では、 原色を 避け、 町並みに調和し た色調と する

こ と を 位置付けている 。

形態（ 屋根）

●地域特性に応じ 、 屋根形状に関する 基準を 設定するかどう か判断する。

参 考

・ 浜松市では、 周辺景観と 調和する屋根形状とし 、 屋上に設ける設備は、 外部から見えにく い場所に設置す

る又は、 目隠し などにより見えないよう にすること を 位置付けている。

・ 歴史的・ 文化的資産のある湖西市〔 新居関所周辺地区〕では、 屋根、 庇は、 歴史の香る関所の町「 新居」に

ふさ わし いも のと するこ と を 位置付けている 。

工作物
太陽光発電設備、 風力発電設備

●色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定するこ と が望まし い。
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景観 形成基 準の設定にお いて 特に配慮すべき 事項  【 旧東海道】

基準を定めると き の考え方

●旧東海道の宿場町に残る歴史的景観に調和すること を 基本とし た基準と する。

●旧東海道の沿道や重要な建築物・ 史跡等の周辺については、 建築物の高さ 、 配置、 色彩、 形態（ 屋根）、 工作物等について、

統一的でより 具体的な基準を 設けるこ と が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）
●旧東海道沿いの沿道や重要な建築物・ 史跡等の周辺では、 地域のまちなみと 調和する高さ の最高限度を 設ける

こと が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 宇津ノ 谷地区〕 では、 まち並み景観を 保全するため、 最高限度を10ｍとし 、 階数を２ 階以下に設

定している。

・ 掛川市〔 城下町風街づく り 地区計画〕 では、 新たな和風空間の創出を目的に、 軒の高さ の最高限度を15m

に設定している 。

・ 歴史的・ 文化的資産のある湖西市〔 新居関所周辺地区〕では、 できるかぎり２ 階以下とし 、 やむをえず３ 階

と する 場合は、 その部分の町並みに十分配慮するこ と を 位置付けている。

配置
●旧東海道の沿道や重要な建築物・ 史跡等の周辺、 富士山や駿河湾の眺望が得ら れる 視点場周辺で は、 建築物

配置に関する統一的な基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 沼津市〔 原駅前地区〕では、 旧東海道沿道は富士山の眺望を阻害し ない配置に努めることを 位置付けている。

・ 三島市〔 大通り 地区〕 は、 中心市街地の商店街として、 １ 階部分の外壁は道路境界から５ ０ cm の後退を 位

置付けている 。

色彩
●旧東海道の沿道や重要な建築物・ 史跡等の周辺については、 地域のまちなみと 調和する色彩基準を 設定するこ

と が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 宇津ノ 谷地区〕 では、 外壁を下見板張り の木地色を基調色とし 、 漆喰やリ シン 壁、 土壁の場合は、

素材色を 基本と し たベージュ 、 生成り 色、 白色、 屋根は、 いぶし 、 灰色又は黒色を 基本とし 、 マンセル

値で 数値基準を 設定している 。

・ 沼津市〔 原駅前地区〕 では、 旧東海道らし さ を 演出するために、 隣接する 建築物と の調和に配慮しつつ、

木造建築物をイメ ージする 茶系、 こ げ茶系を 基調とし 、 マンセル値で数値基準を 設定している 。

・ 島田市〔 ふれあい空間形成地区〕 では、 壁面は白色又は木、 石、 土等の自然材料と 調和する 和風の雰囲

気を 損なわない落ち 着ついた色とし 、 マンセル値で数値基準を 設定している 。

・ 掛川市〔 城下町風街づく り 地区計画〕では、 外壁の色を白、 黒、 自然素材色を 基調とし 、 マンセル値で数

値基準を 設定している 。

形態（ 屋根）
●旧東海道の沿道や重要な建築物・ 史跡等の周辺については、 歴史的建築物の屋根形状等を 参考に、 勾配屋根

等の屋根形状、 屋上設備に関する記述を 基準に盛り 込むこと が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 宇津ノ 谷地区〕では、 日本瓦葺き 切妻屋根を 基本とし 、 寄棟又は入母屋を 位置付けている 。

・ 静岡市〔 旧東海道の沿道を 含む住居系・ 沿道系市街地景観形成ゾーン・ 田園緑地・ 自然景観ゾーン〕、 沼

津市では、 勾配屋根と する など、 周辺の市街地や後背の自然景観と 調和すること を 位置付けている 。

・ 島田市〔 ふれあい空間形成地区〕 では、 和風の雰囲気の平入り 勾配屋根を 基本とし 、 屋根勾配を原則4.5

／10に設定している 。

・ 掛川市〔 城下町風街づく り 地区計画〕では、 屋根及び庇等は勾配を つけ、 日本瓦、 銅板、 鋼板等の仕上げ

と 設定している 。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備
●色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定すること が望まし い。

参 考

・ 島田市〔 ふれあい空間形成地区〕 では、 太陽光パネルは屋根の形状や色彩と の調和に配慮し 、 和風の雰

囲気を 損なわないも のと するこ と を 位置付けている 。

・ 沼津市〔 原駅前地区〕、 富士市、 磐田市では、 太陽光パネルは目立たないも のと すること を 位置付けている 。

・ 掛川市では、 風力発電設備についてマンセル値で数値基準を 設定している 。
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景観形成基準の設定に おいて 特に 配慮すべき 事項 【 国土軸】

基準を定めると きの考え方

●高速道路、鉄道等から の富士山・ 駿河湾・ 牧之原大茶園・ 浜名湖の眺めと 、周辺景観と が調和するこ と を 基本とし た基準と する 。

●富士山・ 駿河湾・ 牧之原大茶園・ 浜名湖を 眺めら れる区間や重要な視点場周辺については、建築物の高さ 、配置、色彩、形態（ 屋

根）、 工作物等について、 統一的でより 具体的な基準を 設けること が望まし い。

景観形成基準

建築物

高さ（ 最高限度）

●富士山・ 駿河湾・ 牧之原茶園・ 浜名湖への眺望の確保を重点的に確保すべきエリ アでは、 高さ の最高限度を 設

けるこ と が望まし い。

参 考

・ 御殿場市〔 国道138号等沿道地区〕 では、 周辺のまちなみから 突出し ない高さ 、 市街地周辺の山並みの稜

線を 遮ら ない高さとしている。

・ 長泉町〔 新東名長泉沼津IC周辺地区・ 県立静岡がんセンタ ー周辺地区〕では、 周辺の自然景観と 調和する

こ と を 位置付けている 。

・ 富士宮市〔 市街化調整区域〕では、 富士山の眺望景観を 保全するため、 15m 以下と 設定している 。

・ 袋井市では、 商業地域等の一部のエリ アを 除き最高限度を20ｍと 設定している 。

配置

●富士山・ 駿河湾・ 牧之原茶園・ 浜名湖を 眺めら れる区間、 駅やインタ ーチェ ンジなどの重要な視点場周辺につい

ては、 眺望に配慮し た建築物配置に関する 統一的な基準を 設定するこ と が望まし い。

参 考

・ 御殿場市〔 国道138号等沿道地区〕、 長泉町〔 新東名長泉沼津IC周辺地区・ 県立静岡がんセンタ ー周辺地区〕

では、開放感のある沿道景観の形成や公共空間と 連続し た空間を確保するため、壁面後退を 位置付けている。

・ 沼津市、三島市、富士宮市、御殿場市、長泉町等では、富士山の眺望を 損なわない建築物配置、修景空間・

ゆとり を確保するため、 壁面線の後退等を 位置付けている 。

・ 静岡市では、 地域の景観特性に応じ たスカ イラ イン の形成、 通り に対する外壁面の位置、 敷地内空地の

確保を 位置付けている 。

色彩

●富士山・ 駿河湾・ 牧之原茶園・ 浜名湖を 眺めら れる区間、 駅やインタ ーチェ ンジなどの重要な視点場周辺につい

ては、 地域共通のより 厳し い色彩基準を 設定するこ と が望まし い。

参 考

・ 静岡市、 浜松市、 沼津市、 熱海市、 三島市等では、 マンセル値で数値基準を 設定している 。

形態（ 屋根）

●富士山・ 駿河湾・ 牧之原茶園・ 浜名湖を 眺めら れる区間、 駅やインタ ーチェ ンジなどの重要な視点場周辺につい

ては、 屋根形状、 屋上設備に関する記述を基準に盛り 込むこと が望まし い。

参 考

・ 静岡市〔 住居系・ 沿道系市街地景観形成ゾーンなど〕、 沼津市、 御殿場市〔 国道138号等沿道地区〕、 磐田市

では、 周辺の市街地や背景の山並みなどと 調和を図るため、 勾配屋根等に工夫するなどを 位置付けている。

・ 静岡市、 浜松市、 三島市、 富士宮市、 島田市等では、 屋上に設ける設備は、 建築物と の一体化、 ルーバー

などによる修景を 位置付けている。 富士宮市では、アンテナ類は共同化、集約化すること を 位置付けている。

工作物

太陽光発電設備、 風力発電設備

●色彩、 配置に関して、 地域全体で統一的な基準を 設定するこ と が望まし い。

参 考

・ 沼津市〔 原駅前地区〕、富士宮市、島田市、富士市、磐田市等で太陽光発電設備の色彩等を 位置付けている 。

・ 富士宮市、 御殿場市、 下田市では、 風力発電設備が道路等から 直接見えないよう に配慮するこ と などを

位置付けている。

・ 掛川市では、 風力発電設備についてマンセル値で 数値基準を 設定している 。
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3  取組行程

　 富士山、 伊豆半島、 大井川流域・ 牧之原大茶園、 浜名湖において成功事例を積み上げ、 そのノ ウハウを 蓄

積し た上で、 駿河湾、 旧東海道、 国土軸において景観形成を展開する。

　 ただし 、 駿河湾や旧東海道等は、 他の広域景観と 重複する市町が多く 、 個別に取組を 進めると市町担当者

の負担が大きく なること が想定さ れる。

　 そこで、 屋外広告物の規制・ 誘導等、 各広域景観で共通するも のは、 広域景観をまたいで実施する取組と

して行う など、 配慮する。

図 　 広域景観の形成スケ ジュ ール

富士山、

伊豆半島、

大井川流域・

牧之原大茶園

の実施状況、

ノ ウハウを

踏まえて

取組む。

施策推進

進捗管理

ガイド ライン作成

に向けた検討

行動計画策定

施策推進

進捗管理

富士山

伊豆半島

大井川流域・
牧之原大茶園

浜名湖

駿河湾

旧東海道

国土軸

施策推進

進捗管理
行動計画見直し

施策推進

進捗管理

行動計画策定
施策推進

進捗管理

ワーク ショ ッ プ 行動計画策定
施策推進

進捗管理

現在　 H28（ 2016）　 　 　 　 　 　 ４ 年後　 H32（ 2020）　 　 　 　 　 　 12年後 R10（ 2028） 

情報の交換・ 共有

勉強会の開催

現地調査の実施　 等
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具体方策 2  公共施設のデザイ ン 高質化

1  取組内容

●「 しずおか色彩・ デザイン 指針」の充実

　 現在の指針をベースに、 主に「 デザイン」に係る部分について内容を充実さ せる。

　 デザインに関して検討すべき内容は、 構想・ 計画・ 設計・ 施工・ 維持管理の各段階で異なること から 、 それ

ぞれの段階で留意すべき事項を 整理する。

　 県内事例が少ない分野については、 県外の事例を 併せて紹介する。

●「 色彩・ デザインに配慮し た公共事業の事例集」の充実

　 現在の事例集をベースに、 各事業分野における「 デザイン」 に配慮し た好事例を 追加する。 県内事例が少な

い分野については、 県外の事例を 併せて紹介する。

　 デザインに対する専門家から の意見、 デザイン上配慮し た点を中心に内容の充実を 図る。

　 県の公共施設整備における景観配慮の指針である「 しずおか色彩・ デザイン 指針」（ 以下「 指針」と いう 。）

のう ち、 デザインに配慮する事項やデザイン事例集について充実を図る。

　 また、 県が実施主体と なる大規模な公共施設から 景観形成のお手本と なる事例を増やしていく ため、 静

岡県景観懇話会の検討案件と する条件を見直すとと も に、 構想・ 設計の各段階からデザイン 協議を行う 仕

組みを検討する。

図　 現在の「 し ずお か色 彩・ デザイ ン 指 針」の構成

第１ 章 　 基本事項 第２ 章 　 ルール 編

１ 指針の目的

２ 指針の適用範囲

３ 景観配慮の基本事項

４ 景観の基礎知識 （ 色彩）

５ 景観の基礎知識 （ デザイン）

主要構造物の色彩・ デザイン

1道路｜1-1沿道景観の類型化、 1-2防護柵、 1-3橋梁、 1-4歩道橋、 1-5舗装、

　 　 　 　 　 1-6道路付属物

2河川・ 海岸｜2-1水門・ 樋門、 2-2堤防、 2-3護岸、 2-4防護柵等附属物

3その他｜3-1法面・ 擁壁、 3-2植栽、 3-3防護柵等附属物、 3-4防風ネット
段階を考慮した

「 デザイン」部分の充実

●構想・ 計画・ 設計の段階

　 →眺望への配慮、 周辺

景観との調和、 形状・

形態の工夫

●施工・ 維持管理段階

　 →使用素材、 樹種、

　 　 工法、 設置箇所等

第1章は、 公共事業で景観配慮に取り 組

む上での基礎的な事項をまと めている。

第2章は、 防護柵や中小橋、 歩道橋等、 主要構造物の景観

配慮における統一ルールをまと めている。

第３ 章 　 教養編

１ 道路　 　 ２ 河川・ 海岸　 　 　 　 　 ３ 砂防・ 治山　 　 ４ 漁港・ 港湾

５ 公園　 　 ６ 農地・ 農業用施設  　 ７ 森林　 　 　 　   ８ 公共建築物

第3章は、 道路、 河川と いった公共施設の種類に応じ て、 景観づく り のために特に留意すべき事項をまと めて

いる。 それぞれの施設において、 留意すべき事項をわかり やすく するため、 より 具体的な配慮事例について、

写真やイラスト を 使いながら 記載している。

【 別冊】運用編、 事例編

○指針の運用　 ○関係法令　 ○資料　 ○公共事業の景観検討事例集

公共事業における景観配慮の検討フロー　 　 別途専門家による 検討が必要な施設一覧
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●静岡県景観懇話会の検討案件の拡大

　 こ れまでの静岡県景観懇話会による 検討案件は、「 県が施行する公共事業のう ち景観に与える影響が大き

いも の」 と なっており 、 具体的には、 橋長100ｍ以上の長大橋、 水門・ 樋門等を 対象としていたが、 対象範囲

の拡大を図る。

　 検討案件の拡大に当たっては、 構想・ 計画・ 設計・ 施工・ 維持管理の各段階におけるデザイン 検討等が行

われるよう 留意する。

　 なお、 対象と する公共施設（ 道路や河川等のインフラ 施設、 庁舎、 病院、 学校、 観光施設等） の範囲につ

いては、 関係課と 協議の上、 静岡県景観懇話会に諮って決定する。

　 公共事業による景観形成のより 一層の推進を図るため、 静岡県景観懇話会において、 公共施設の色彩・ デ

ザインのみならず、 事業課の求めなどにより 、 公共事業の景観に関する実施方針等、 幅広い議論を行ってい

く ことと する。

2  取組行程

　 モデル事業を 選定して試行的に運用し 、 実施上の課題を 把握する。 その後、 必要に応じ て改善し た上で、

全庁的に展開する。

図 　 検 討案件選定の行程

図 　 検 討案件拡大の取組の進め方のイメ ージ

検討案件の選定フ ロー（ イ メ ージ）

景観重要公共施設に
指定さ れている

都市や地域の核又は

軸と なる 施設である

検討案件の候補と し ない 検討案件の候補と する

広域景観形成上
重要である

市町の景観計画で
重点地区に含まれる

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

出先機関・ 本庁事業課に次年度検討案件の
抽出を 依頼

次年度検討案件の候補箇所の提出

景観まちづく り 課によ る案件の選定・ 協議

静岡県景観懇話会　 担当委員の選定
（ 年度末）

委員決定の通知
（ 出先機関・ 本庁事業課）

試行的な取組

全庁での実施

本庁 仕組みの改善
選定フ ロ ーや協議の
進め方の検討

県全体

モデル事業
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 3  屋外広告物行政への民間活力積極的導入

1  取組内容

●屋外広告物許可を 行う 第三者機関の選定

　 屋外広告物事務における行政と 民間の役割分担を見直し 、 屋外広告物の設置許可等の事務を第三者機関

へ委託することを検討する。

　 第三者機関は、 景観形成に関する活動を行っている団体から 選定すること とし 、 具体の選定や委託範囲に

ついては、 外部有識者等による審議の上で決定する。

●許可以外への第三者機関の活用

　 第三者機関への委託は、 行政側の事務作業の効率化だけでなく 、 屋外広告物に関する社会的意識を高め

る効果も 期待できる。

　 このため、 委託を行う 第三者機関と は、 屋外広告物コンクールや講習等、 広告や景観に関する知識の普及

啓発活動における連携についても 検討する。

　 屋外広告物行政の慢性的な人員不足に対応するため、 屋外広告物の事務手続において、 民間活力を 積

極的に導入することを検討する。

図　 民間活力（ 第三者機 関） の導入と 行政と の関 係

委託

※委託範囲は検討が必要

報告
県

第三者機関

屋外広告物の

設置許可・ 是正指導等

屋外広告物に関する

普及啓発等
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2  取組行程

　 屋外広告物の審査に関する市町と の意見交換、 民間活力導入事例の調査を行い、 制度設計や第三者機関

の指定基準等の検討を行う 。

　 検討結果を 踏まえて、 県の屋外広告物条例の改正及び第三者機関による屋外広告物の審査等を実施する。

当初は、 対象地区を 限定して試行的に実施すること が考えら れる。

　 得ら れた成果をもと に、 民間活力導入方法の手引を 作成し 、 市町における民間活力の導入を 促す。

屋外広告協会による車体用広告のデザイン審査の事例（ 東京都）

　 ●公益社団法人東京屋外広告協会では、 バス・ 電車・ タ クシー・ 広告宣伝車等の車体用広告に関するデザイ ンの審査を実

施している 。

　 ●都条例等に加え、 デザインに関しては自主審査基準を 運用している 。

　 ●協会が設置し た車体利用広告デザイ ン 審査委員会は、 都条例等の改正と 要綱の策定により 、 知事の指定を 受けた審査

委員会と なっている。

図 　 民間活力導入の進め方のイメ ージ

屋外広告物の審査を 実施し ている 市町と

運用上の課題について意見交換

民間活力導入方法の検討

（ 制度設計、 第三者機関の指定基準等）

有識者会議等によ る 審議

対象地区を 限定し て試行的に実施

（ 例えば、 広域景観形成上重要な道路沿道等）屋外広告物条例の改正、

特定の民間機関を 審査委員会に指定

民間の第三者機関によ る

屋外広告物の審査

導入方法の手引き の作成・ 周知

市町における 民間活力の導入へ

類似事例の調査（ ヒ アリ ン グなど ）
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 4  景観重要公共施設の指定支援

1  取組内容

●景観重要公共施設の指定要請

　 県が管理する公共施設のう ち、 地域の良好な景観を構成する重要な公共施設については、 景観重要公共施

設に指定することを市町に対して積極的に要請する。

●景観重要公共施設の制度活用手引きの作成

　 景観重要公共施設制度の積極的な活用を 促進するため、 景観上重要な公共施設の選定方針、 指定に伴う

関係機関と の協議方法等について検討し 、 地域性によら ない標準的な項目・ 方法を 整理する。

　 こ れら 整理結果をも と に、 市町が県の公共施設を 景観重要公共施設に指定する場合の手引きを 作成する。

　 地域の良好な景観を構成する重要な公共施設を「 景観重要公共施設」に指定するため、 公共施設管理者

から 景観行政団体である市町に対して、「 整備に関する事項」や「 占用等の許可の基準」を 景観計画に定める

ことを 積極的に要請する。

図　 景観重要公共施設の制度活用に向けた 検討内容等

協議の前提と なる基本的な

事項の確認・ 認識の共有等

●基本的な事項の確認、 認識共有

●既存の取組の把握

●協議方法の確認

●景観重要公共施設に関する 協議

景観計画に定める事項に関する協議

●整備に関する 事項についての協議

●占用等の許可の基準についての協議

候補の考え方
●地域景観の骨格やその一部を 形成する

●多く の人が集う 地域の顔を 担う 施設である

●歴史性や文化性が高い地域に位置する 施設である

景観形成の方針
●景観形成に向けた施設整備

●地域景観の維持、 保全

●地域景観の向上、 調和

整備に関する事項及び占用等の許可の基準
●景観計画に定める 事項の検討

●景観計画における 定め方の検討

標準的方法、 項目、 事例の提示 協議への支援、 調整、 協力

景観重要公共施設に関する検討内容 公共施設管理者と の協議
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2  取組行程

　 県施設のう ち、 景観重要公共施設に指定する候補の選定方針等を検討する。

　 指定候補は市町の景観計画区域に位置するも のであることを前提とし 、 市町の景観計画及び広域景観の行

動計画で景観形成上、 重要と 位置付けら れている公共施設が含まれるよう に配慮する。

　 公共施設所管課と 調整して指定候補の選定を行い、 景観行政団体である市町に景観重要公共施設の指定

要請を行う 。

　 指定の取組は、 広域景観の行動計画を策定し た地域から 順に進める。

図 　 県施設の景観重要公共施設指定に向けた 進め方のイメ ージ

図 　 景観 重要公共施設の指定に関わる 各機関の関係

県施設の指定の

提案・ 協議

県施設の

指定の要請

国施設の指定の

働き掛け

国施設の

指定の要請

国施設の指定の

提案・ 協議

必要に応じ て意見交換

（ 市民団体がいる場合）

県 国

景観行政団体の市町
市民団体

道路協力団体、

公園愛護会等（ ）

指定候補の

選定方針等の検討

景観重要公共施設の

指定候補の選定

景観行政団体の市町

への指定要請・ 協議

景観重要公共施設の

指定（ 市町による ）

調整 調整

公共施設所管課

景観形成上重要な施設の選定

市町

市町の景観計画、広域景観の行動計画
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 5  専門ア ド バイ ザーの派遣

1  取組内容

●景観形成推進アド バイザーの認定・ 登録

　「 静岡県景観懇話会」委員のほか、 景観工学や色彩・ デザインを専門と する学識経験者、 景観形成につなが

る活動を展開している団体メ ンバーなどを、 県の「 景観形成推進アド バイザー」 として認定・ 登録する（ 毎年度

更新）。

　 新たな景観アド バイザーの確保のため、 行政が開催する審議会や委員会等に参画しているなど、 景観行政

に関わり を持つ専門家を中心にアド バイザーへの登録を 働き掛けていく 。

　 アド バイザーは、 行政職員の人材育成にも 関わる。

●景観形成推進アド バイザーの派遣

　 市町の景観計画やガイド ラ イ ンなどの策定・ 見直し 、 市町の公共施設の整備等に際して、 必要に応じ て、

市町から の要請も 踏まえつつ、 景観形成推進アド バイザーを 派遣（ あっ せん）する。

　 市町が景観計画の策定・ 見直し 、 公共施設の整備等を行う 際に、 景観形成の専門的な見地からアド バ

イスを 受けら れるよう にするため、 景観工学や色彩、 観光等の専門家を市町に派遣する。

図　 景観形成推進アド バイ ザー派遣の 仕組み

要請

アド バイス アド バイス

認定・ 登録

機会活用

認定・ 登録

要請

依頼

出先機関

本庁事業課

静岡県景観懇話会委員

県・ 市町の景観行政への参画

学識経験者

団体・ NPO

その他民間企業

景観に関する専門家

具体方策⑦の人材ネット ワーク・

地域マネジメ ント 組織に所属

市町

景観形成推進アド バイ ザー

景観まちづくり課

（ ）
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2  取組行程

　 類似事例の調査を行い、 アド バイザーの選定要件や派遣の仕組みなどを検討する。

　 検討結果を踏まえて、 アド バイザーの認定及び登録を行い、 随時、 市町等へ派遣を行う 。

　 中長期的には、 県民・ 事業者等が行う 活動を支援するため、 アド バイザーの派遣を行う ことを検討する。

長崎市景観専門監の事例

　 ●市職員の人材育成と 、 公共事業のデザイン 指導の役割を担っている 。

　 ●市のいずれの部局にも 属さ ず、 必要に応じ てあら ゆる 部局に対して指導・ 助言を 行う 。 階級的には次長級と さ れており 、

課長以下の職員が指導対象である 。

　 ●景観担当職員が、 登庁日と 事業担当課の協議スケジュールを 調整し 、 景観専門監は、 そのスケジュールに沿って事業課

を 訪れ、 協議を行って回る 仕組みである 。

資料： 長崎市景観専門監の仕組みと 成果（ 高尾忠志、 景観・ デザイン研究講演集No.12）

図 　 今後の進め方

類似事例の調査（ ヒ アリ ン グなど）

制度の設計（ 認定要件、派遣の仕組みなど）

アド バイ ザーの認定、登録

市町等への派遣
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 6  県費助成や許認可制度と 景観施策と の連動

1  取組内容

　 景観と 密接な関係にある観光や子育て、 福祉等の施設整備に対する県の補助制度について、 景観に配慮さ

れた施設整備が的確に行われるよう 制度の見直し を行う 。

　 許認可制度についても 、 景観施策と の連動を検討する。

2  取組行程

　 静岡県景観づく り 推進本部において、県費助成・ 許認可制度と 景観施策と の連携方法等について検討を行う 。

　 平成28年度に実施し た観光施設整備事業費補助金と 景観施策の連動方法をモデルケースとし 、 その他の

県費助成・ 許認可制度と 景観施策と の連動方策を検討する。

　 対象と なる制度の整理を行った上で、 取り 組みやすく 、 その他の制度にも 参考となるも のから 優先して順次

連携方法の検討を 進め、 制度の見直し を行っていく 。

　 市町・ 県民・ 事業者等が行う 開発行為や建築行為を 通じ て良好な景観の形成を 促進するため、 県費助

成や許認可制度と 景観施策を 連携さ せた仕組みを構築する。

図　 市町・ 事業者による 施設整備に 対する 補 助金制度の流れと 景観配慮の関係の例

工法協議

交付申請

進捗状況報告

変更承認申請（ 変更がある場合）

実績報告

完了現地確認

　 　 　 　 　 　 ※各段階で必要に応じ て確認（ 必ずし も 全ての段階で確認する と いう こ と ではない。）。

景観配慮が必要か

景観配慮の有無

予定どおり か

景観へ影響があるか

景観に配慮でき たか

結果確認
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図 　 今後の進め方（ 県費助成）

観光施設整備事業費補助金と

景観施策の連携の検討（ H28）

その他の県費助成対象事業の整理

景観配慮事項の確認方法の検討

補助制度に基づく 施設整備

景観配慮事項イ メ ージ

景観配慮事項の確認イ メ ージ

市町景観計画の景観形成基準
（ 最低限守る べき 基準と し て）

県費助成を受ける

市町や事業者
県

し ずおか色彩・ デザイ ン指針
（ よ り 良い景観の創出に向けた配慮と し て）

●配置に関する 事項

●形態及びデザイ ン に関する 事項

●素材に関する 事項

●敷地内緑化に関する 事項

●開放性に関する事項　 　 　 等

連携方法の検討

景観配慮事項の検討

補助制度の見直し

計画し ている 施設について、
基準・ 方針への対応状況の

確認（ チェ ッ ク シート ）

実施状況の確認、

必要に応じ て
改善依頼
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 7  戦略的広報展開と 人材ネッ ト ワーク の構築

1  取組内容

●景観形成活動の動機を高める普及啓発

　 景観に対して関心が低い県民・ 事業者にも 関心、 興味を持っていただく ための普及啓発や情報発信の戦略

的な展開方法等について、 県内で活動するＮＰ Ｏ 等の団体の意見も 参考にし ながら 幅広く 研究を行う 。

　 現場レ ベルから 景観に対する意識を高めるため、 事業者、 業界団体等に対して、 景観形成の趣旨、 意義、

規制内容等について周知を図る。

　 景観形成の取組の結果として得ら れた景観の魅力、 地域経済への効果、 周辺住民の感想等について、 ター

ゲット の関心に応じ てコンテンツを工夫し 、 継続的に発信を行う 。

表　 戦略的な 広報 展開のイメ ージ

タ ーゲット 目的 情報発信のアプローチの例 コンテンツの工夫例

県
民

学生

地域で 暮らし ていく ために、

景観形成が重要であるこ と

を 理解してもらう

学校の授業、 TV番組、 W EB（ HP、 SNS）　

等
映画やド ラマの舞台の紹介　 等

子育て世帯

大規模な商業施設でのポスタ ー掲示、

TV番組、 新聞記事、 W EB（ HP、 SNS）　

等

住宅取得の紹介　 等

高齢者
コ ミ ュ ニティ 関連 施設 等で の講座、

TV番組　 等
退職後の生き甲斐の紹介　 等

事業者

地域で事業を 継続し て いく

ために、 景観形成が重要で

あること を 理解してもらう

業界団体の広報誌、 地域で 影響力の

ある企業と の協力　 等

景観配慮により 会社のブ ラ ンド

イメ ージを 向上さ せて いる 事例

の紹介　 等

●景観形成を 担う 人材の育成・ 発掘

　 人材のニーズについて、 市町から 情報収集を行い、 人材育成の方法について検討を行う 。 その際には、 大

学と の効果的な連携を視野に入れ、 景観について学べる公開講座の開設や、 大学の学生が地域の景観形成

の活動に参画すること で単位を取得できる仕組みなどを検討する。

　 景観形成に関する知識やスキルに関するプログラムの受講修了者に対して、 景観マイスタ ーや景観アド バイ

ザー認定等、 県独自の資格認定制度を検討する。

　 景観学習に関する先進事例を調査し 、 成功例や参考となる取組を 整理する。

　 学校教育や生涯学習で活用できる景観学習教材を開発すると とも に、 こ れら 教育の場への講師の派遣等を

推進する。

　 行政と 民間をつなぐ中間組織（ 人材ネット ワーク・ 地域マネジメ ント 組織）の立ち上げを検討する。 組織は県内

の建築、土木、ファイナンス、観光等、まちづく り に関わる各分野の専門家により 構成し 、県が出資する団体とする。

　 恒常的に県内で活動できる専門家を育成し 、 多様な分野の専門家集団をつく ることを目指す。

　 県民、 事業者による自発的な景観形成を 促進するため、 景観に関する普及啓発を広く 展開すると と も に、

学校教育や生涯学習の機会も 活用し ながら 、 景観形成を担う リ ーダー的人材の発掘・ 育成を行う 。
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2  取組行程

　 普及啓発方法の研究は、 まず、 ターゲット の選定を行い、 それに応じ て適切な方法を検討する。 アンケー

ト などにより 定期的に効果を確認し ながら 、 適宜改善を行う 。

　 人材ネット ワーク・ 地域マネジメ ント 組織の設立については、 類似事例を調査し た上で、 組織を検討・ 構築

し 、試行的に一部地域で活動を実施し 、問題点の確認・ 改善を 図った後に、全県を対象とし た活動に展開する。

図 　 人材ネッ ト ワーク ・ 地 域マネジメ ント 組 織のイメ ージ

図 　 今後の進め方

タ ーゲッ ト の選定
（ 景観形成に関心の低い主体から 優先）

組織の検討・ 構築
（ 要綱等の作成、 専門家の募集）

県内の一部地域で試行的な活動
（ 広域景観形成を 進めている 地域等）

定期的な評価と 改善方策の検討
（ アン ケート 、 ヒ アリ ングなど）

普及啓発方法の研究

タ ーゲッ ト に応じ たアプロ ーチと
コ ンテンツ の検討

普及啓発活動の実施

必
要
に
応
じ
て
見
直
し

人材ネット ワーク・ 地域マネジメント 組織設立の検討

他都道府県の類似事例の調査

全県の活動に展開

景観形成の取組

県

市町地域の活動組織

技術的な
支援

連携・ 調整技術的な支援

支援

参画
参画

参画

技術的な
支援

各分野の

専門家・

大学等

事業者・

県民

人材ネット ワーク ・
地域マネジメント 組織

●市町や地域の活動組織へ専門家を 派遣

●専門家のネッ ト ワーク の継続的な拡大

●景観に関する 普及啓発

広域景観協議会等

●行動計画の策定と 推進

●関係市町の景観計画と の調整

●景観形成評価の実施支援・
協力

支援・ 協力

技術的な
支援

技術的な支援

支援・ 協力
けん引・ 調整・ 支援
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 8  景観形成を 支え る 財源の確保・ 支援

1  取組内容

　 当面実施できる取組として、 景観形成に関する活動を行っている団体と 、 社会貢献活動を検討中の企業の

マッ チングを行う（ セミ ナーや研修会を活用し た意見交換の場づく り など）。

　 さ ら に、 必要と なる資金の確保に向けて、 各種手法を研究し 、 景観形成に取り 組む所有者や活動団体への

支援内容を拡充する。

　 中長期的には、 ファンド（ 基金）創設や景観税の導入について検討を行う 。

表　 財源 確保のメ ニ ュ ー

メ ニュー 概要

ふるさと 納税
ふるさと 納税の制度を 活用し 、「 寄付金の使い道」 とし て、 景観形成に関する 取組を 選べるよう

にする 。 こ れにより 、 納税額を 財源に活かすこと ができる 。

公共施設における

広告の導入

多く の人々の目に触れやすい公共施設を 対象とし て、 屋外広告物条例の規制を 除外する 。 こ れに

より 、 広告の収益を 財源に活かすこと ができる。

CSR活動と の連携
CSR（ 企業の社会的責任） 活動と 、 市町や団体の景観形成の活動を 連携し て進めるこ と により 、

資金面も含めた取組の充実を 図ること ができる 。

　 景観形成に関する財源確保のため、 景観形成に関する活動を行っている団体と 社会貢献活動を検討中

の企業のマッ チングや景観・ 歴史まちづく りファンド 創設の検討等を行う 。

図　 C S R 活動と 地域の景観 形成を 連携する 仕組みのイメ ージ

企業活動が社会へ与える影響に

責任を持ち、 企業自ら の持続性を実現

＜景観に関わる活動例＞

●企業活動に関係する 自然環境の

　 保全に関する 活動

●地域特性に応じ た事業所等の

　 建築物や広告物の景観配慮　 等

情報提供・ 相談 情報提供・ 相談

●企業向けに景観に関わるCSR活動の相談窓口の開設

●企業と 市町・ 団体のニーズのマッ チング

一体的に
取り 組むこ と で

両者にメ リ ッ ト
を 生む

事業者を含めた社会総掛かり の

景観形成の実現

＜景観に関わる 活動例＞

●山地や田園等の環境の保全

●周辺環境と 調和し たまち なみの

　 形成　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 等

CSR活動を行う 企業 景観形成に取り 組む市町や団体

県
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景観・ 歴史まちづく り

ファンド の創設

行政や外郭団体が寄付金を 基金として積み立てて資金を準備し 、 景観形成に携わる団体が企画

を 提案し 、 優れたも のに予算を つける 。 イ ンタ ーネット 経由で 財源の提供を 募るクラ ウド ファン

ディ ングで行う 方法も ある 。

住民参加型市場

公募地方債

住民等を 対象と して、 債券発行により 資金を 調達できる 。 調達し た資金を 充当する 景観形成に

関する 事業を具体的に提示して起債するこ と が考えら れる。

賦課金・ 分担金
通常の行政サービ スで は補えない公共的なサービ スを提供するために、 必要な資金を不動産所

有者全員から 徴収する 。

景観税

個人及び法人を 対象とし た景観税を 導入する 。 対象区域は、 県土全体に広く 薄く かける 、 観光

地等に限定する 、 高さ 制限を 行う ため一定高さ 以上の建築物の所有者に限定する など、 目的に

応じ て効果的なも のを検討する 。

●エリ アマネジメ ント 組織への支援

　 景観形成を 含むエリ アマネジメ ント 活動に関する普及啓発を行う と と も に、 エリ アマネジメ ント 活動組織に

対して、 屋外広告物の規制・ 誘導、 美化・ 緑化活動等、 地域の景観形成に資する活動充実を 働き掛ける。

　 ルールに基づいた屋外広告物を 企業に販売することで得ら れる収入をエリ アマネジメ ント の財源に充てると

いった先進事例も 参考にし ながら 、 景観形成や屋外広告物の規制・ 誘導とセット で財源を確保する仕組みの

導入を支援する。

　 近年、 大阪版BID（ Business Im p rovem ent District）で導入さ れ始めた負担金・ 分担金制度について研究し 、

景観行政や景観に関する取組への適用可能性と 課題について検討する。

図 　 観 光地における エリ ア マネジメ ント の例

観光地を支える居住地

収益の

一部を還元

取組と資金の流れ 組織のイメージ

観光客が利用する

バス路線

鉄道駅等

バス事業

賦課金

観光客の増加

（ バス利用者の増加）

観光地

古民家の保全・ 活用

エリアマネジメント

組織

参画 参画 参画

参画

支援

助言

助言 支援

住民 まちづくり 団体

地域活動を
けん引する組織（ ）

土産物屋、

ホテルなど

の事業者

バス・ タクシー

事業者

市町

学識経験者

専門家 県

●モデルと なる 対象地域の選定

●エリ アマネジメ ン ト 組織立ち 上げの支援

●取組と 資金の流れの仕組みづく り への支援

●対象地域の公共施設管理者の立場から 組織に参画

　（ 必要に応じ て）

県
の
役
割

観光客の

増加
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

2  取組行程

　 CSR活動と 活動団体の連携は、 業界団体等を 通じ てCSR活動を検討中の企業の情報収集を行い、 市町や

活動団体へ情報発信を行う 。 マッ チングの可能性のある企業と 活動団体があった場合、 各種セミ ナーや研修

会の機会を活用し た意見交換の場をつく る。

　 財源確保及びエリ アマネジメ ント の支援に関する研究等については、 以下のと おり に進める。

　 景観形成を支える財源の確保及びエリ アマネジメ ント 組織への支援は、 はじ めにニーズを把握し 、 続いて事

例調査等により 手法の研究を行う 。

　 研究に当たっては、 有識者等の意見を 参考にして、 本県での景観形成の課題に対応し た効果的な制度を検

討、 設計する。

図　 今後の進め方

県民・ 事業者の景観形成における

ニーズの把握

エリ アマネジメ ント の研究

（ 先行事例の調査等）

本県で成立するパタ ーンの整理

支援制度の運用・ 普及啓発等

財源を確保する

制度の設計

財源確保の研究と 実践

財源確保の手法の研究

（ 先行事例の調査等）

資金の充当対象に対応し た

適切な手法の選定

制度の運用

考慮

調整

エリ アマネジメ ン ト 組織への支援

活動団体の景観形成における課題の調査

（ ヒ アリ ングなど）

エリ アマネジメ ント の導入に向けた

組織への支援制度の設計
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具体方策 9  景観形成推進コ ーディ ネータ ーの養成

1  取組内容

　 景観行政担当者等を対象とし たセミ ナーや研修会等、 景観に関して実践的に学習できる機会を 継続的に提

供する。

　 先進地現地調査（ 国内、 海外） を 企画するとと も に、 視察の結果をレポート や小冊子として取り まと め、 景

観行政担当者に向けて情報提供を行う 。

　 知識研鑽に励んでいる景観行政担当者を評価するため、 ＣＰＤ プログラムの導入を検討する。

図 　 景観を 学ぶ機会の提 供の進め方　 　 　 　 市町を 対象と し た 研 修会のカ リ キュ ラ ム例（ 沖 縄県）

2  取組行程

　 景観行政担当者と の意見交換を 通じ て、 景観行政に携わる上で困っている点や抱えている課題等を把握し 、

こ れら ニーズに応じ た研修内容を検討する。

　 他都道府県等で実施さ れている先進事例も 調査し 、 有効かつ適用可能な研修内容を検討する。

　 検討結果を踏まえて、 セミ ナー及び研修のカリ キュラムなどの改善、 先進地現地調査のテーマ設定やプログ

ラムの作成、 CPDプログラムの制度設計を行い、 順次実施する。

　 景観行政担当者が景観形成において求めら れる知識を 習得できるよう 、 県内大学等と 連携して専門的な

知識・ 経験を 習得できる機会を提供し 、 景観形成推進コ ーディ ネーターを養成する。

基礎編

第１ 回
・ 景観まちづく り の仕組み

・ ファ シリ テーショ ンの実践

第２ 回
・ 景観理論と 公共施設のデザイン

・ 事例研究

第３ 回
・ 緑化と 色彩計画

・ ディ スカッ ショ ン＋ワークショ ップ

実践編

第１ 回
・ 県の景観行政と 景観形成計画、 ガイド ラ イン

・ 景観計画の策定と 景観地区の指定

第２ 回
・ 地域住民と の協働によるまちづく り の実践（ 事例紹介）

・ セミ ナー＋ワークショ ップ

第３ 回
・ 公共事業と 評価システム（ 事例紹介）

・ ディ スカッ ショ ン＋ワークショ ップ

第４ 回
・ 那覇市の景観誘導と 屋外広告物（ 事例紹介）

・ 景観法による 地域づく り の効果

実態

ニーズ把握

計画の

検討・ 立案

景観を 学ぶ

場の提供

課題の確認
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 10  多面的な モ ニ タ リ ン グの実施

1  取組内容

●現地視察や座談会の開催

　 現地視察や座談会を 通じ て、 国際識者、 地域外住民、 地域外行政団体等の多面的な外部の視点から見た

静岡県の景観、 感動し た景観、 残念な景観等に関する意見を聴取し 、 静岡らし い景観と は何か、 何を磨いて、

何を 改善すれば良いかを検討する。

　 国際識者は、 マスメ ディ アで活躍する有識者、 外国人研究者のほか、 自治体や大学等で活躍・ 研修してい

る職員、 県内企業に務める外国人等、 多様な人材から 検討する。

●提言結果の報告・ 発信

　 国際識者による現地視察及び座談会の様子はレポート にまと め、 地域住民や県と 関わり のある有識者等に

向けて開催結果を 報告する。

　 開催結果を見聞録的にまと めたも のをＷＥＢ ページやリ ーフレット などの多様な媒体を 通じ て発信する。 ま

た、 中長期的には英語等による多言語発信を検討する。

　 多面的な外部の視点から意見・ 提言をいただく ため、 国際識者や地域外住民・ 行政等による現地視察や

座談会を 開催する。 また、 発見さ れた地域の魅力等の情報を国内外に向けて発信する。

図　 実施組織のイメ ージ

参加

参加

参加

助言

紹介企画に

参加

企画に

参加

運営

まちづくり

団体等県

（ 土木事務所）

市町

観光協会

観光業者

観光等の

海外専門家

実施組織（ 協議会）

広域景観の

構成メ ン バーなど
日本に

滞在する外国人

（ 留学生等）

学識経験者等

の専門家
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2  取組行程

　 対象地域を広域景観形成の対象地域等から 選定し 、 実施組織を 決め、 景観評価・ 提言等の具体的な進め

方や役割分担等を 整理し た計画を 作成する。

　 声を かけやすい留学生等の外国人を 対象に景観評価・ 意見交換する機会を 設け、 実施上の課題や外国人

の目で見たと きに注目するポイント を把握する。 要点を 整理し 、 外国人有識者の視察団を 誘致、 評価提言を

受ける。

　 取組の状況や結果は、 随時関係する地域住民等に情報発信し 、 意識の啓発に努める。

図 　 外国人を 交え た 景観評価の進め方のイメ ージ

対象地域の
選定

県の役割

●広域景観形成の対象地域や

　 希望する 市町等から 選定

●関係市町等と の協議

●対象地域の選定

実施組織の

構築・ 計画立案

●景観や観光に関わる 官民の団体や

　 専門家から メ ン バーを 構成

●具体の計画の立案

●実施組織の構築

●計画立案

日本にいる
外国人の

景観評価・ 意見
交換

●留学生等の外国人によ る まち 歩き

●景観の状況、 改善点等について

　 パネルディ スカ ッ ショ ン ・ ＷＳ に

　 よ る 意見交換

●実施組織の運営

●外国人への参加要請

　 　 　 　 　 　 　 　 　 等

外国人有識者
による

景観評価・ 提言

提言を踏まえた行動計画や景観計画の見直し 、

観光まちづく り の取組等への反映　 へ

●視察団の受け入れ

●パネルディ スカ ッ ショ ン

●景観形成の状況提言

●対象地域へ随時情報発信

●対象地域へ随時情報発信

●改善方策の検討・

　 実施に向けた支援

（ 専門家派遣等）

取組の内容
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第 3 章 静岡県の景観形成を進めるための県の取組

具体方策 11  景観資源の活用

1  取組内容

●景観と 観光関係施策と の連携

　 観光関連や文化財関連の部局や関係団体等と 連携し 、 景観賞受賞地区を 観光スポット としてPRするなど、

オーバーツーリズムなどにも 留意し ながら 、 地域の優れた景観を本県の魅力向上や地域の活性化に繋がる資

源として活用するほか、 観光地にかかる施設整備の際に景観に関するチェッ ク を実施するなど、 景観形成や

保全に際して観光的視点を取り入れ、 積極的な活用を推進する。

●歴史的・ 文化的景観の活用

　 歴史的・ 文化的に価値が高い建造物及びその周辺の街並みが一体と なって形成してきた良好な市街地の環

境（ 歴史的風致）を 維持・ 向上すること により 、 地域の魅力を向上さ せ、 国内外の人々の来静を 促す。

●新たな景観価値の創出

　 ラ イト アップや夜景など、 魅力ある夜間景観を 活用し 、 賑わいを創出する。 また、 インバウンド の拡大を 追

い風と とらえ、 太平洋に面し た白砂青松の海岸線等を有する本県特有の景観を、 クルーズ船の誘致などに積

極的に活用していく 。

●市町と の連携

　 先述し た取組を実施する際には市町の景観担当課及び観光担当課と 連携し 、 県内各地の景観資源を 積極

的に活用する意識の醸成を 図る。

2  取組行程

　 モデル的に取り 組める事業を 選定して試行的に実施し 、 事業の内容や効果を検証し た上で、 観光や歴史・

文化的方面に限らず、 教育や産業、 福祉分野等あら ゆる方面での景観の活用を検討し 、 全県的に展開する。

　 自然景観、 歴史的・ 文化的景観を 保全・ 形成するだけではなく 、 活用することで、 交流人口や関係人口

の増加等地域の活性化へつなげる。

実施

本庁 選定フ ロ ーや協議の
進め方の検討

仕組みの改善

モデル事業 試行的な取組

県全体



89

　 全庁横断的に設置し た静岡県景観づく り 推進本部において、 景観形成を 着実に進めていく ための体制・ 仕組

み・ ルールなどの調整及び本計画の推進、 進捗管理・ 評価等を行う 。

　 また、 市町、 事業者等の景観形成における積極的な関わり を 促すため、 景観形成推進アド バイザーによる助

言等の支援の体制を整える。

　 毎年度、 行動計画に位置付けた事業・ 取組の進捗状況について、 静岡県景観づく り 推進本部において検証・

評価を実施し 、 評価結果を 踏まえて、 次年度以降の事業・ 取組に反映していく 。 また、 評価結果については、

外部の有識者等から も 御意見・ 提言をいただく 。

　 評価結果は、 公表すること で県民の皆様に広く 明らかにし 、 景観形成に対する理解や関心を 深めること につ

なげていく 。

　 また、 この計画の進捗状況及び上位計画や関連する計画の策定（ 改定）、 社会経済情勢の変化等を踏まえつつ、

適宜、 本計画の見直し を実施する。

4 進捗管理と フ ォ ロ ーア ッ プ

図　 景観形成の推進体制

参画

学識経験者

（ 景観工学、 色彩等の専門家等）

有識者会議

景観形成推進

アド バイ ザー

●景観施策の審議

●色彩・ デザイ ン指針の審議　 等

広域景観協議会

●行動計画の策定と 推進

●関係市町の景観施策と の調整

●進捗管理・ 評価

けん引・ 調整・ 支援 支援

参画

参画

意見

提言

意見

提言

助言

多様な外部関係者

（ 国際識者、 地域外住民・ 行政等）

市町

事業者・

市民団体

県
●景観施策の推進

●広域景観形成のけん引・ 調整・ 支援

●景観形成に配慮し た公共施設整備

●屋外広告物の規制・ 誘導

●市町景観行政の支援

●県民・ 事業者等への普及啓発、 支援　 等

静岡県景観づく り 推進本部

・ 景観形成を推進するための体制・ 仕組み・ ルールなど

　 の調整・ 構築

・ 本計画の推進、 進捗管理・ 評価

3 景観形成の推進体制
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第 4 章 行動計画

　 主要方策に掲げた各種事業・ 取組について、 景観形成上の配慮事項やスケジュールなどを 示し た行動計画を

作成し 、 進捗を管理する。

　 主要方策の事業・ 取組は、 内容が多岐にわたるため、 一律に進捗管理を行う のではなく 、 以下の選定フ ロー

に従って、 進捗管理を行う こととする。

図　 選定フ ロ ー

主要方策の事業・ 取組

一覧表による進捗管理
行動計画（ Ｂ ）

個票による進捗管理
行動計画（ Ａ ）

事業・ 取組の
スケジュ ールに明確な

区切り がある か？

No

No

Yes

Yes

景観形成を

主な目的（ or主な目的のひと つ）
と する 事業・ 取組か？

本計画の行動計画に示し た

スケジュ ールに基づき 進捗管理

必要に応じ て見直す

景観形成を 主な目的と し た

事業・ 取組

●仕組みづく り や支援

●ルールづく り

●景観整備　 等

景観に配慮し て行う

事業・ 取組

●公共建築物の整備

●社会資本の整備　 等

状況に応じ て適宜実施する

事業・ 取組

●既存制度の運用

●景観を構成する要素の

　 メ ンテナンス

●市町への情報提供・ 相談

●表彰　 　 ●セミ ナー

●学習　 　 ●情報発信　 　 等

1 対象事業の選定

行動計画第 4 章
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　 前ページの選定フローに従い選定し た事業・ 取組の一覧を以下の表に示す。

　 事業・ 取組の内容、 スケジュールなどについては、「 第３ 章４ 進捗管理と フォローアップ」 で 記載し たと おり 、

事業・ 取組の進捗状況や上位計画、 関連する計画の策定（ 改定）、 社会経済情勢の変化等に柔軟に対応し 見直

していく ため、 本編と は分けて製本している。

表　 行動計画（ Ａ ）事業・ 取 組一覧表

【 R8～10】

N o（【 後期】）
事業・ 取組名 部局名 担当課

総合計画における

位置付け

主要方策１

広域景観形成を

さらに加速させる

1

（ 1）
富士山広域景観の形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

2

（ 2）
伊豆半島広域景観の形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

3

（ 3）
大井川流域・ 牧之原大茶園広域景観の形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

4

（ 4）
浜名湖広域景観の形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

5

（ 5）
駿河湾広域景観の形成

交通基盤部

経済産業部

景観まちづく り 課

新産業集積課
Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

6

（ 5）
旧東海道広域景観の形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

7

（ 5）
国土軸広域景観の形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

主要方策２

国内外に誇れる高質な

公共空間を形成する

8

（ 6）

公共施設整備における景観配慮

（ 教育施設・ 警察施設含む）

交通基盤部

財務部

教育委員会

警察本部

景観まちづく り 課

建築工事課

教育施設課

施設課

Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

9

（ 7）
無電柱化の推進 交通基盤部 道路企画課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

10

（ 8）
清水海岸（ 三保地区）の景観改善の取組 交通基盤部

河川企画課

河川海岸整備課
Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

11

（ 9）
違反屋外広告物対策の推進 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

12

（ 10）
良好な屋外広告物の推進に関する 取組 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

主要方策３

静岡の景観を全ての

地域から底上げする

13

（ 11）
市町の景観計画の策定・ 改定支援 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

14

（ 12）
観光地エリ ア景観計画の策定・ 改定支援 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

15

（ 13）
景観重要公共施設の指定に関する支援 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

16

（ 14）
専門アド バイザーの派遣 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

17

（ 15）
美しく 品格のある邑づく り 経済産業部 農地保全課 Ⅰ-1-3-（ 5） ②魅力を 活用し た交流促進

18

（ B29）
リノ ベーショ ン まちづく り の取組支援 経済産業部 地域産業課 Ⅰ-2-4-（ 1） 地域を支える商業の振興

主要方策４

ありとあらゆる機会を活用して

景観形成に取り 組む

19

（ 17）
県費助成や許認可等を 通じ た景観形成 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

主要方策５

自立した持続性のある

県民・ 事業者に根ざした

景観形成を進める

20

（ 18）
景観への意識醸成のための普及啓発 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

21

（ 19,B49）
景観形成を担う 人材の育成

交通基盤部

教育委員会

景観まちづく り 課

教育政策課・

義務教育課

Ⅱ-1-2-（ 1） ⑤地域の将来を担う 人材育成

22

（ 20）
地域活動を 牽引するリ ーダーの養成 総務部 地域振興課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

主要方策６

景観形成を

マネジメ ント する

23

（ 新規）
景観の積極的活用 交通基盤部 景観まちづく り 課 Ⅱ-3-2-（ 3） ③景観の形成と 保全

2 行動計画
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第 4 章 行動計画

表　 行動 計画（ B ） 事 業・ 取 組一覧 表

【 R8～10】

N o（【 後期】）
事業・ 取組名 部局名 担当課

主要方策２

国内外に誇れる

高質な公共空間を形成する

1

（ 6）
津波避難誘導標識の設置 危機管理部

危機情報課

危機政策課

2

（ 3）
東静岡周辺地区の整備

スポーツ・

文化観光部
企画経理課

3

（ 新規）
浜名湖の湖岸堤整備 交通基盤部 河川企画課

4

（ 8）
多自然川づく り の推進 交通基盤部 河川海岸整備課

5

（ 9）
養浜を主体とし た侵食対策の実施 交通基盤部 河川海岸整備課

6

（ 1）
沼津港みなと まちづく り の推進 交通基盤部 港湾企画課

7

（ 2）
清水みなとまちづく り の推進 交通基盤部 港湾企画課

8

（ 新規）
港湾海岸環境整備事業 交通基盤部 港湾整備課

9

（ 新規）
焼津漁港内港地区エリ アデザイン 検討会議の取組 交通基盤部 漁港整備課

10

（ 4）
街路整備事業 交通基盤部 街路整備課

11

（ 7）
公共建築物等での県産材利用促進 経済産業部 林業振興課

主要方策３

静岡の景観を全ての地域から

底上げする

12

（ 13）
産業廃棄物適正処理・ 不法投棄対策事業 く らし・ 環境部 廃棄物リ サイクル課

13

（ 14）
海岸漂着物等対策事業費助成 く らし・ 環境部 廃棄物リ サイクル課

14

（ 20）
富士山麓不法投棄廃棄物撤去事業費助成 く らし・ 環境部 廃棄物リ サイクル課

15

（ 新規）
自然歩道の整備

スポーツ・

文化観光部
観光政策課

16

（ 10）
三保松原の松林保全技術支援 経済産業部 森林整備課

17

（ 16）
森林の適切な管理・ 整備 経済産業部 森林整備課

18

（ 17）
治山事業 経済産業部 森林保全課

19

（ 18）
静岡県森林景観形成ガイド ラインの普及啓発 経済産業部 森林保全課

20

（ 15）
放置艇プレジャーボート 対策（ 浜名湖） 交通基盤部 河川砂防管理課

21

（ 12）
河川海岸環境整備事業 交通基盤部 河川海岸整備課

22

（ 19）
都市山麓グリ ーンベルト 整備事業 交通基盤部 砂防課

23

（ 11）
津波対策「 静岡方式」の推進 交通基盤部

港湾整備課

漁港整備課

24

（ 新規）
グリ ーン・ ツーリ ズム推進事業

スポーツ・

文化観光部
観光振興課

25

（ 25）
荒廃農地対策の推進 経済産業部

農業ビジネス課

農地計画課

26

（ 21）
茶草場農法実践者の応援制度の確立 経済産業部 お茶振興課

27

（ 22）
わさ び田の保全と 活用 経済産業部 農産振興課

28

（ 23）
世界かんがい施設遺産登録の支援 経済産業部 農地計画課

29

（ 24）
景観農業振興地域整備計画の策定支援

経済産業部

交通基盤部

農地調整課・ 農地計画課

農地保全課

景観まちづく り 課

30

（ 新規）
ため池等整備事業 経済産業部 農地保全課

31

（ 新規）
棚田保全・ 振興 経済産業部 農地保全課
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【 R8～10】

N o（【 後期】）
事業・ 取組名 部局名 担当課

主要方策３

静岡の景観を

全ての地域から底上げする

32

（ 28）
空家等対策 く らし・ 環境部 住まいづく り 課

33

（ A16）
良好な住宅地の普及啓発 く らし・ 環境部 住まいづく り 課

34

（ 26）
（ 公財）静岡県グリ ーンバンク 環境緑化事業への支援 く らし・ 環境部 環境ふれあい課

35

（ 31）

市町の条例の策定や運用に関する 助言工場緑化セミ ナーの実

施
経済産業部 企業立地推進課

36

（ 27）
公園・ 緑化推進事業 交通基盤部 公園緑地課

37

（ 30）
地域振興整備事業 企業局 地域整備課

38

（ 33）
連絡協議会の開催

スポーツ・

文化観光部
文化財課

39

（ 34）
文化財の指定、 整備・ 活用の促進

スポーツ・

文化観光部
文化財課

40

（ 35）
重要文化的景観の選定支援

スポーツ・

文化観光部
文化財課

41

（ 36）
文化財保護法・ 条例に基づく 手続き の実施

スポーツ・

文化観光部
文化財課

42

（ 32）
定点観測地点から の展望景観の観察

スポーツ・

文化観光部
富士山世界遺産課

主要方策４

ありとあらゆる機会を

活用して景観形成に取り 組む

43

（ 38）
建築協定の認可促進 く らし・ 環境部 建築安全推進課

44

（ 41）

環境影響評価法や静岡県環境影響評価条例等に基づく 審査・

指導
く らし・ 環境部 生活環境課

45

（ 新規）
補助事業を用いた社会福祉施設等の整備における 助言 健康福祉部 補助事業担当課

46

（ 40）
工場立地法の制度活用支援 経済産業部 企業立地推進課

47

（ 37）
林地開発許可制度の運用 経済産業部 森林保全課

48

（ 39）
都市計画法の開発許可を 通じ た景観形成の誘導 交通基盤部 土地対策課

主要方策５

自立した持続性のある

県民・ 事業者に根ざした

景観形成を進める

49

（ 45）
調査研究成果等を踏まえた情報提供

スポーツ・

文化観光部
富士山世界遺産課

50

（ 44）
緑化優良工場等表彰の推薦 経済産業部 企業立地推進課

51

（ 43）
花と 緑にあふれた地域づく り の推進 経済産業部 農産振興課

52

（ 42）
農村の魅力フォト コ ンテスト の実施 経済産業部 農地保全課

53

（ 47）
県産材利用促進 経済産業部 林業振興課

54

（ 51）
「 ふじ のく に生物多様性地域戦略推進パート ナーシップ」制度 く らし・ 環境部 自然保護課

55

（ 48）
文化財クローズアップしずおか遺産オータ ムフェ ア

スポーツ・

文化観光部
文化財課

56

（ 55）
しずおか農山村サポータ ー「 むらサポ」 経済産業部 農地保全課

57

（ 56）
道路協力団体制度の活用 交通基盤部

道路企画課

道路保全課

58

（ 57）
日本風景街道の取組促進 交通基盤部 道路企画課

59

（ 52）
しずおかアダプト ・ ロード ・ プログラム 交通基盤部 道路保全課

60

（ 58）
河川海岸愛護団体等活動事業（ 補助金） 交通基盤部 河川砂防管理課

61

（ 53）
リ バーフレンド シップ 交通基盤部

河川企画課

河川海岸整備課

62

（ 54）
しずおかポート サポータ ー 交通基盤部 港湾企画課

63

（ A21）
地域づく り 活動への関係人口の参加促進 企画部 企画課
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第 4 章 行動計画

【 R8～10】

N o（【 後期】）
事業・ 取組名 部局名 担当課

主要方策６

景観形成をマネジメ ント する

27

（ 再掲）
わさ び田の保全と 活用 経済産業部 農産振興課

31

（ 再掲）
棚田保全・ 振興 経済産業部 農地保全課

32

（ 再掲）
空家等対策 く らし・ 環境部 住まいづく り 課

39

（ 再掲）
文化財の指定、 整備・ 活用の促進

スポーツ・

文化観光部
文化財課

52

（ 再掲）
農村の魅力フォト コ ンテスト の実施 経済産業部 農地保全課

58

（ 再掲）
日本風景街道の取組促進 交通基盤部 道路企画課

64

（ 新規）
SAVOR JAPANの取組支援 経済産業部 食と 農の振興課

65

（ 新規）
富士山を 一周するサイクリ ングルート “フ ジイチ”の取組推進 交通基盤部 道路企画課



資　 料
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資 料

１  策定体制（ 平成28年度～平成29年度）

⑴策定体制

⑵ふじ のく に景観づく り 有識者会議名簿

⑶策定の経緯

氏名 所属・ 役職 備考

堀　 繁 東京大学 アジア生物資源環境研究センターセンタ ー長、 教授
委員長

景観工学（ 自然環境保全・ 観光）

青木　 辰司

東洋大学社会学部 教授

NPO法人 日本グリ ーン・ ツーリ ズム

ネット ワークセンタ ー 代表理事

農村計画

秋田　 典子 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 土地利用計画、 環境・ 空間マネジメ ント 、 景観

伊藤　 光造 NPO法人 く らし まち継承機構 理事長 地域計画、 都市計画

紅林　 眞実 株式会社 丸紅 マネージャ ー 観光振興

齋藤　 潮 東京工業大学 環境・ 社会理工学院 教授 景観工学（ 景観論・ 港湾）

中村　 羊一郎 静岡産業大学総合研究所 客員研究員 歴史・ 民俗学

中井　 淳一 国土交通省都市局公園緑地・ 景観課　 景観・ 歴史文化環境整備室 室長 アド バイザー

年 月日 会議等 内容

平成28年

6 月 2 日 ・ 庁内連絡会 計画策定の方向性検討

6 月16日 ◎第 1 回本部会議 計画策定方針の検討

8 月 3 日～ 8 月10日 ・ 市町アンケート 調査 アンケート 調査の実施

8 月30日 ●第 1 回有識者会議 計画策定方針の検討、 論点整理

8 月31日 ●現地視察 現地視察（ 伊豆の国市、 富士宮市）

9 月21日～10月 5 日 ・ 庁内アンケート 調査 アンケート 調査の実施

10月20日 □第 1 回ＷＧ 計画素案の検討

11月 7 日 □第 2 回ＷＧ 計画素案の検討

11月 7 日～11月10日 ・ 市町意見交換（ 計 5 回） 意見交換

11月17日 ○第 1 回幹事会 計画素案の検討

11月24日 ◎第 2 回本部会議 計画素案の検討

12月10日 ・ 県民意見交換 意見交換

12月26日
●第 2 回有識者会議 計画素案の検討

パブコ メ 実施のお知ら せ

平成29年

1 月24日 ○第 2 回幹事会 計画案の検討

1 月31日 ◎第 3 回本部会議 計画案の検討

2 月10日～ 2 月24日 ・ 市町意見照会

2 月10日～ 3 月 3 日
・ 県民意見の募集

（ パブリッ クコ メ ント ）

3 月17日
●第 3 回有識者会議 パブリ ッ クコ メ ント への対応報告

計画最終案説明

3 月23日
◎第 4 回本部会議 パブリ ッ クコ メ ント への対応報告

計画の策定・ 公表

●ふじ のく に景観づく り 有識者会議　 ◎本部会議　 ○幹事会　 □ワーキンググループ

意見・ 提言

連
携

連
携

静岡県景観づく り 推進本部

ふじ のく に

景観づく り

有識者会議

静岡県景観づく り 推進本部 組織構成

本部（ 部長級）12部局
本部長： 副知事

幹事会（ 課長級）12課
幹事長： 景観まちづく り 監

ワーキンググループ（ 関係課担当）

警
察
本
部

交
通
基
盤
部

く
ら
し
・
環
境
部

企
業
局

健
康
福
祉
部

経
営
管
理
部

教
育
委
員
会

経
済
産
業
部

政
策
企
画
部

危
機
管
理
部

文
化
・
観
光
部

知
事
直
轄
組
織
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２  改定体制（ 令和６ 年度～）

⑴改定体制

⑵静岡県景観懇話会

⑶改定の経緯

氏名 所属・ 役職 備考

天野 光一
日本大学 名誉教授

一般社団法人パブリ ッ クデザインコ ンソ ーシアム 理事・ 会長
会長・ 景観工学

伊藤 光造 特定非営利活動法人く らし まち継承機構 理事長 地域コ ミ ュ ニティ

金田 享子 公益社団法人日本サインデザイン 協会 専務理事 サインデザイ ン

川口 宗敏 静岡文化芸術大学 名誉教授 都市デザイ ン

齋藤　 潮 東京工業大学 名誉教授 景観論

西森 陸雄 工学院大学建築学部 教授 建築デザイン

渡邉 靖乃 三島市社会教育委員 教育

Tony Everi tt Tou rism Sh izuoka Jap an 戦略アド バイザー 観光・ 広報

年 月日 会議等 内容

令和６ 年

９ 月４ 日 ◎第１ 回本部会議 計画改定の検討

11月７ 日～11月20日 ・ 県民アンケート 調査 アンケート 調査の実施

２ 月17日 ●第１ 回景観懇話会 計画改定方針の検討

３ 月３ 日 ○第１ 回幹事会 計画改定方針の検討

３ 月19日 ◎第２ 回本部会議 計画改定方針の検討

令和７ 年

６ 月６ 日 ●第１ 回景観懇話会 計画改定素案の検討

３ 月３ 日（ 書面） ○第１ 回幹事会 計画改定素案の検討

８ 月４ 日 ●第２ 回景観懇話会 計画改定案の検討

８ 月20日 ○第２ 回幹事会 計画改定案の検討

９ 月５ 日 ◎第１ 回本部会議 計画改定案の検討

11月21日（ 書面） ○第３ 回幹事会 計画最終案の検討

12月10日 ●第３ 回景観懇話会 計画最終案の確認

12月24日 ◎第２ 回本部会議 計画最終案の承認

２ 月10日～２ 月24日 ・ 県民意見の募集（ パブリ ッ クコ メ ント ）

３ 月（ 書面） ◎第３ 回本部会議 策定の報告

●静岡県景観懇話会　 ◎本部会議　 ○幹事会

警
察
本
部

経
済
産
業
部

危
機
管
理
部

企
業
局

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
観
光
部

総
務
部

教
育
委
員
会

健
康
福
祉
部

財
務
部

交
通
基
盤
部

く
ら
し
・
環
境
部

企
画
部

意見・ 提言

連
携

連
携

静岡県景観づく り 推進本部

静岡県

景観

懇話会

静岡県景観づく り 推進本部 組織構成

本部（ 部長級）12部局
本部長： 副知事

幹事会（ 課長級）12課
幹事長： 都市局長

ワーキンググループ（ 関係課担当）



98

資 料

３  写真提供

・ 掲載写真の提供元を 示す。

●静岡観光コ ンベンショ ン協会  

P13 P39

P43

P40

P43

●富士山静岡空港ホームページ ●沼津市

●浜松・ 浜名湖ツーリ ズムビュ ーロー

P41

●中日本高速道路株式会社

●JR東海株式会社

P43

P41 P14

●静岡県観光協会

P８ P14

P37

P40

P14

P38

P40

P16

P38

P37

P37

P39

P37

P39





発行： 静岡県交通基盤部都市局景観ま ち づく り 課

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号　 TEL： 054-221-3490

し ずおか景観形成計画についての

詳し い情報はこ ちら へ

し ずおか景観形成計画 検索

https://w w w .p ref.sh izuoka.jp/m achizukuri/keikan/keikan/1042528.h tm lURL

しずおか景観形成計画


